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は
じ
め
に

　

嘉
靖
年
間
（
一
五
二
二
―
一
五
六
六
）
初
の
内
閣
首
輔
だ
っ
た
楊
廷
和

（
一
四
五
九
―
一
五
二
九
）
の
行
跡
を
叙
述
し
た
熊
過
（
一
五
〇
六
―
（
一
五
二
九

年
進
士
）
―
？
）
の
「
故
相
国
楊
石
斎
墓
表
」
に
は
、
独
特
の
意
味
を
有
す
る
「
改

元
」
が
見
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
彼
の
こ
の
「
改
元
」
の
意
味
を
読
み
解
く
た

め
、
熊
過
の
『
春
秋
明
志
録
』
（
以
下
、『
明
志
録
』
と
表
す
）
に
あ
る
「
元
年
」

注
釈
を
挙
げ
、
そ
の
注
釈
の
背
景
に
見
ら
れ
る
嫡
庶
区
別
の
強
調
に
つ
い
て
考

察
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
経
典
に
対
す
る
明
代
の
知
識
人
の
読
み
方
と
は
何

か
を
考
え
る
。

　
　
　
　

一
、
熊
過
と
『
春
秋
明
志
録

（
１
）

』

　

熊
過
（
字
叔
仁

（
２
）

・
叔
抑

（
３
）

・
子
仁

（
４
）

）
は
、
四
川
富
順
に
生
ま
れ
、
僅
か
の

期
間
だ
け
仕
官
す
る
経
験
を
持
っ
た
明
代
知
識
人
で
あ
る
。
嘉
靖
八
年

（
一
五
二
九
）
、
二
十
三
歳
の
若
さ
で
会
試
に
合
格
し

（
５
）

、
庶
吉
士
を
経
て
礼
部
祠

祭
郎
中
に
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
陳
束
（
一
五
〇
八
―
一
五
四
〇
）
・
王

慎
中
（
一
五
〇
九
―
一
五
五
九
）
・
唐
順
之
（
一
五
〇
七
―
一
五
六
〇
）
・
趙
時

春
（
一
五
〇
九
―
一
五
六
七
）
・
任
瀚
（
一
五
〇
二
―
一
五
九
二
）
・
李
開
先

（
一
五
〇
二
―
一
五
六
八
）
・
呂
高
（
一
五
四
四
―
？
）
と
と
も
に
「
嘉
靖
八
才

子
」
と
称
さ
れ
た
美
談
が
あ
る

（
６
）

。
し
か
し
、
嘉
靖
二
十
五
年
（
一
五
四
六
）
七

月
、
高
簡
（
？
―
？
）
の
聖
旨
改
竄
事
件
に
よ
り
、
熊
過
は
連
座
し
て
庶
民
に

落
と
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

（
７
）

。
こ
の
庶
民
と
し
て
暮
ら
し
て
い
る
間
、
『
明
志

録
』
を
執
筆
し
、
嘉
靖
三
十
七
年
（
一
五
五
八
）
以
前
に
完
成
し
た
と
思
わ
れ

る
（
８
）

。
彼
の
『
明
志
録
』
は
明
末
の
改
暦
主
張
者
で
あ
る
卓
爾
康
（
一
五
七
〇
―

一
六
四
四
）
に
熟
読
さ
れ

（
９
）

、
清
代
の
万
斯
大
（
一
六
三
三
―
一
六
八
三
）
に
も

影
響
を
及
ぼ
し
、
そ
の
「
元
年
」
注
釈
は
『
学
春
秋
随
筆
』
「
隠
公
元
年
」
条

に
引
用
さ
れ
て
い
る

）
（1
（

。

　

『
明
志
録
』
の
基
本
性
格
に
つ
い
て
、
「
春
秋
明
志
録
自
序
」
に
示
さ
れ
る
情

報
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
古
文
お
よ
び
今
文
『
尚
書
』
の
家
学
の
伝

統
に
こ
だ
わ
り
を
持
つ
熊
過
は

）
（（
（

、
古
文
・
今
文
そ
れ
ぞ
れ
の
『
春
秋
』
に
関
す

る
注
疏
を
存
分
に
読
ん
だ
り
、
友
人
の
唐
順
之
・
趙
憲
（
？
―
？
）
と
交
流
し

て
切
磋
琢
磨
に
努
め
た
り
し
て
『
明
志
録
』
を
仕
上
げ
た

）
（1
（

。
こ
の
『
明
志
録
』

明代春秋学における「改元」説―熊過の「元年」注釈を中心に

　
　
　

明
代
春
秋
学
に
お
け
る
「
改
元
」
説
―
―
熊
過
の
「
元
年
」
注
釈
を
中
心
に
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で
は
、
三
代
の
暦
法

）
（1
（

や
周
の
礼
儀
な
ど
を
含
め
、
諸
国
会
盟
の
場
所
ま
で
に
大

量
な
考
証
が
見
ら
れ
る

）
（1
（

。
こ
の
よ
う
な
考
証
を
通
じ
、
周
の
典
章
に
準
拠
し
た

孔
子
の
正
名
思
想
の
実
例
が
そ
こ
に
挙
げ
ら
れ
、
本
を
た
だ
す
「
名
実
の
書
」

で
あ
る
『
春
秋
』
の
性
質
も
そ
れ
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
る

）
（1
（

。
要
す
る
に
、
『
明

志
録
』
を
通
じ
て
熊
過
の
伝
え
た
い
こ
と
は
、
周
天
子
が
衰
え
て
か
ら
作
ら
れ

た
『
春
秋
』
に
託
さ
れ
た
孔
子
の
志
を
後
世
の
人
に
曲
解
さ
れ
な
い
よ
う
に
、

こ
の
孔
子
の
志
を
再
び
掲
げ
よ
う
と
す
る
一
点
で
あ
る
。

　

先
行
研
究
に
関
し
て
は
、
熊
過
の
周
辺
に
関
す
る
明
代
文
学
に
お
け
る
復
古

思
想
に
つ
い
て
の
論
文
は
少
な
く
な
い
が
、
彼
の
経
学
研
究
と
な
る
と
ま
と

ま
っ
た
研
究
は
ほ
ぼ
な
い

）
（1
（

。『
明
志
録
』は
胡
安
国
（
一
〇
七
四
―
一
一
三
八
）『
春

秋
伝
』
を
批
判
す
る
た
め
の
注
釈
書
だ
と
い
う
見
方
が
あ
る
も
の
の
、
そ
の
判

断
基
準
は
ど
こ
ま
で
明
確
化
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
示
さ
れ
て
い
な
い

）
（1
（

。

　
　
　
　

二
、
春
秋
学
に
置
か
れ
る
「
元
年
」
注
釈
と
「
改
元
」
説

　

進
士
に
合
格
し
た
嘉
靖
八
年
、
熊
過
は
楊
廷
和
の
第
三
子
で
あ
る
楊
恒
（
？

―
（
一
五
一
一
年
進
士
）
―
一
五
二
九
）
と
知
り
合
い
に
な
っ
た
。
楊
廷
和

は
、
後
世
に
「
西
蜀
四
大
家
」
の
一
人
と
広
く
認
知
さ
れ
る
楊
慎
（
一
四
八
八

―
一
五
五
九
）
の
父
で
あ
り

）
（1
（

、
嘉
靖
朝
前
期
に
起
こ
っ
た
「
大
礼
議
」
事
件
の

中
心
人
物
で
あ
る

）
（1
（

。
こ
の
よ
う
な
人
間
関
係
を
持
つ
熊
過
は
、
後
に
「
故
相
国

楊
石
斎
墓
表
」
を
仕
上
げ
た
。
恐
ら
く
、
嘉
靖
八
年
五
月
に
こ
の
世
を
去
っ
た

楊
恒

）
11
（

の
と
こ
ろ
か
ら
楊
廷
和
の
事
跡
を
聞
き
、
さ
ら
に
、
二
年
前
に
刊
行
し
た

楊
廷
和
の
『
視
草
余
録
』
を
取
材
し

）
1（
（

、
「
故
相
国
楊
石
斎
墓
表
」
を
作
成
し
た

と
考
え
ら
れ
る

）
11
（

。
こ
の
「
故
相
国
楊
石
斎
墓
表
」
で
は
、
礼
典
で
は
実
際
規
定

し
て
い
な
い
皇
帝
の
即
位
礼
を
行
う
時
に
、
必
ず
「
改
元
」
の
公
表
を
実
行
す

る
と
い
う
手
続
き
が
強
調
さ
れ
る

）
11
（

。

　

『
春
秋
』
三
伝
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
「
元
年
」
と
い
う
語
は
、
元
々
、
時

系
列
に
よ
る
王
権
交
代
の
正
統
性
を
保
証
す
る
「
元
号
」
で
は
な
か
っ
た

）
11
（

。
南

宋
以
降
、
春
秋
学
の
主
流
と
な
っ
た
胡
安
国
の
「
元
年
」
説
は
基
本
的
に
二
程

の
学
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
性
理
学
の
角
度
か
ら
『
春
秋
』
に
込
め
ら

れ
た
微
言
大
義
を
深
く
掘
り
下
げ
る
彼
の
「
元
年
」
説
は
、
「
元
即
仁
也
」
と

い
う
新
た
な
視
点
を
提
供
し
、
従
来
、
章
句
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
「
元
年
」
注

釈
の
枠
を
打
破
し
た
。
そ
し
て
朱
子
学
を
重
ん
じ
る
元
・
明
・
清
に
わ
た
り
、

胡
安
国
『
春
秋
伝
』
は
権
威
を
持
ち
続
け
た

）
11
（

。

　

と
こ
ろ
で
、
宋
代
に
は
、
隠
公
元
年
「
元
年
春
王
正
月
」
の
「
元
年
」
を

性
理
学
的
に
読
み
取
る
こ
と
に
つ
い
て
、
賛
否
両
論
が
生
じ
て
い
た
。
程
頤

（
一
〇
三
三
―
一
一
〇
七
）
と
親
し
い
交
際
を
し
て
い
た
楊
時
（
一
〇
五
三
―

一
一
三
五
）
を
は
じ
め
と
し

）
11
（

、
胡
安
国
「
元
年
」
説
の
中
核
だ
っ
た
「
元
即
仁

也
」
と
い
う
解
釈
の
妥
当
性
に
対
す
る
異
議
が
挙
げ
ら
れ
た
。
要
す
る
に
、「
元

年
」
と
は
何
か
は
春
秋
学
史
の
焦
点
で
あ
り
、
引
き
続
き
物
議
が
生
じ
て
い
た

の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
熊
過
の
「
元
年
」
注
釈
を
通
じ
て
そ
の
背
景
を
検
討
す
る
。
『
明

志
録
』
に
見
ら
れ
る
「
元
年
」
注
釈
と
そ
の
周
辺
を
確
認
し
た
の
ち
、
彼
の
嫡

庶
区
別
と
そ
の
背
景
に
あ
る
大
礼
議
に
対
す
る
認
識
を
解
き
明
か
す
。

　
　
　
　

三
、
熊
過
の
「
元
年
」
注
釈 

　

（
一
）
主
張
：
「
改
元
」
に
見
え
る
王
嗣
子
と
諸
侯
嗣
子
と
の
区
別

　

（
１
）
「
即
位
」
に
つ
い
て

　

熊
過
の
隠
公
元
年
「
元
年
」
注
釈
は
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

日本儒教学会報 五



- 65 -

　

王
者
に
し
て
改
元
で
き
る
。
諸
侯
な
の
に
改
元
を
行
う
の
は
、
正
し
い

こ
と
で
は
な
い
。
礼
は
称
す
。
「
諸
侯
は
、
三
年
間
に
か
け
て
の
服
喪
が

終
わ
っ
た
後
、
士
の
服
を
着
用
し
、
天
子
に
謁
見
す
る
。
天
子
は
、
そ
の

場
で
新
た
な
圭
璧
・
黻
冕
を
下
さ
る
。
こ
う
し
て
、
諸
侯
は
帰
国
し
、
さ

ら
に
踰
年
改
元
の
こ
と
を
行
う
」
と
。
『
書
』
に
曰
く
、
「
平
王
四
十
九
年

己
末
、
公
即
位
」
と
。
そ
れ
は
正
し
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
魯
は

勝
手
に
紀
年
を
変
更
し
て
周
の
紀
年
を
黜
け
た
の
は
、
正
し
い
こ
と
で
は

な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
司
馬
遷
は
魯
真
公
以
前
の
時
代
の
表
記

に
つ
い
て
、
た
だ
「
周
王
世
表
」
を
作
っ
た
だ
け
で
、
諸
侯
の
年
表
等
を

作
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
魯
真
公
は
、
周
夷
王
の
頃
に
当
た
る
。

諸
侯
皆
の
僭
越
は
、
改
元
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
趙
子
嘗
は
い
っ

た
。
「
諸
侯
は
、
既
に
殯
の
段
階
に
入
っ
た
ら
、
嗣
子
が
柩
の
前
で
即
位

す
る
。
踰
年
し
て
正
月
一
日
、
先
に
宗
廟
に
参
っ
て
先
祖
に
謁
見
し
、
継

祖
の
義
を
著
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
阼
階
の
位
に
戻
り
、
君
臣
の
名
分

を
正
す
。
国
史
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
元
年
と
書
く
」
と
。
た
だ
し
、
そ
の

言
説
は
間
違
っ
た
も
の
で
あ
る
。
元
儒
の
呉
立
夫
は
、
さ
ら
に
こ
う
い
う

ふ
う
に
言
っ
た
。
「
史
官
は
、
た
だ
人
君
の
在
位
時
間
を
記
録
す
る
だ
け

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
史
の
記
述
の
常
体
で
あ
り
、
そ
れ
ほ
ど

大
な
る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
」と
。
彼
の
論
理
は
、こ
の
よ
う
に
な
る
。「
秦

恵
文
王
は
即
位
し
た
十
四
年
後
、
王
を
称
し
た
。
秦
の
史
は
、
そ
れ
に
よ
っ

て
改
元
を
し
た
。
魏
恵
王
の
即
位
し
た
三
十
七
年
目
に
王
を
称
す
る
こ
と

に
な
り
、
『
汲
冢
竹
書
』
が
そ
れ
に
よ
っ
て
改
元
を
し
た
。
漢
代
に
な
っ

た
ら
、
太
史
公
は
「
諸
侯
世
表
」
「
高
祖
功
臣
侯
年
表
」
な
ど
に
お
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
王
・
侯
の
紀
年
を
扱
っ
た
。
『
淮
南
鴻
烈
』
に
お
い
て
も
、「
淮

南
元
年
」
を
使
用
し
た
こ
と
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
と
。
実
は
、
先
秦

の
頃
こ
そ
、
改
元
の
こ
と
が
重
ん
じ
ら
れ
た
の
だ
か
ら
、
呉
立
夫
が
言
う

よ
う
に
、
そ
れ
は
重
大
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
秦
魏
が
王
と

称
し
た
の
を
き
っ
か
け
に
ど
う
し
て
改
元
を
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま

し
て
、
史
官
は
事
実
だ
け
を
記
録
す
る
の
だ
か
ら
、
改
元
を
行
っ
て
い
な

い
の
に
、
あ
や
し
い
紀
年
を
勝
手
に
称
し
た
り
す
る
だ
ろ
う
か
。
た
と
え

『
史
記
』
・
『
淮
南
子
』
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
中
に
記
載
さ
れ
た
改
元
は
、

『
春
秋
』
に
そ
っ
て
の
誤
り
な
だ
け
で
、（
そ
の
た
め
、
前
述
し
た
こ
と
は
）

諸
侯
が
改
元
し
て
も
よ
い
証
拠
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
な
い
。「
衛

世
家
」
献
公
・
出
公
が
ど
ち
ら
も
「
後
元
」
を
称
し
た
の
は
、
な
お
さ
ら

と
ん
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
で
な
い
と
、
黜
周
王
魯
で
『
春
秋
』
を
疑

う
者
は
、
な
ん
と
間
違
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
か
。

　

王
者
而
後
改
元
。
諸
侯
改
元
、
非
正
也
。
礼
称
諸
侯
三
年
喪
畢
、
以
士

服
入
見
天
子
。
天
子
錫
之
圭
璧
黻
冕
、
然
後
帰
寧
、
有
踰
年
改
元
者
哉
。『
書
』

曰
「
平
王
四
十
九
年
己
未
、
公
即
位
」
者
、
正
也
。
魯
自
改
年
、
而
黜

周
之
年
、
非
也
。
史
遷
自
真
公
濞
已
上
為
「
周
王
世
表
」
、
無
諸
侯
年
表
。

真
公
當
夷
王
、
諸
侯
僣
端
、
始
見
改
元
矣
。
趙
子
嘗
言
、
「
諸
侯
既
殯
、

嗣
子
柩
前
即
位
。
踰
年
正
月
朔
、
乃
先
謁
廟
、
以
明
継
祖
。
還
就
阼
階
之

位
、
以
正
君
臣
。
国
史
因
書
元
年
。
」
失
之
矣
。
而
元
儒
呉
立
夫
顧
謂
「
史

官
志
人
君
在
位
久
近
、
紀
述
之
常
体
、
非
以
為
重
事
。
」
其
説
則
曰
、
「
秦

恵
文
王
立
十
四
年
称
王
、
秦
史
改
元
。
魏
恵
王
三
十
七
年
称
王
、
而
『
汲

冡
竹
書
』
改
元
。
太
史
公
漢
興
以
來
、「
諸
侯
世
表
」「
高
祖
功
臣
侯
年
表
」
類
、

書
其
侯
王
元
年
。
『
淮
南
鴻
烈
』
亦
稱
「
淮
南
元
年
」
」
。
始
先
秦
時
本
重

改
元
、
如
立
夫
以
為
非
重
、
則
秦
魏
称
王
、
何
為
又
改
元
年
。
史
官
紀
実
、

明代春秋学における「改元」説―熊過の「元年」注釈を中心に
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寧
有
未
改
元
、
遽
称
疑
年
者
。
若
太
史
・『
淮
南
』
、
則
縁
『
春
秋
』
而
誤
、

不
可
謂
諸
侯
可
改
元
、
而
引
以
為
証
也
。
衛
世
家
献
公
・
出
公
、
皆
称
「
後

元
」
、
則
益
悖
矣
。
不
然
、
則
黜
周
王
魯
、
疑
『
春
秋
』
者
、
亦
何
過
哉
。

（
『
春
秋
明
志
録
』
巻
一

）
11
（

）

　

『
春
秋
』
の
冒
頭
に
あ
る
「
元
年
」
を
め
ぐ
る
経
典
注
釈
の
問
題
点
は
、
一
、

「
元
年
」
と
は
周
王
の
元
年
か
、
魯
侯
の
元
年
か
。
二
、
孔
子
は
ど
う
し
て
「
元

年
」
と
記
し
た
か
、
と
い
う
二
点
に
主
眼
が
置
か
れ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
こ

の
注
釈
の
初
句
で
あ
る
「
王
者
に
し
て
改
元
で
き
る
。
諸
侯
な
の
に
、
改
元
を

行
う
の
は
、
正
し
い
こ
と
で
は
な
い
」を
読
み
解
く
鍵
を
手
に
入
れ
る
た
め
、「
踰

年
改
元
」
に
関
す
る
一
連
の
即
位
の
儀
の
典
拠
を
考
察
す
る
。

　

「
踰
年
改
元
」
に
つ
い
て
、
歴
史
的
な
信
憑
性
が
あ
る
文
献
は
『
尚
書
』
顧

命
篇
一
点
の
み
が
考
え
ら
れ
て
い
る

）
11
（

。
春
秋
学
の
場
合
、
『
公
羊
伝
』
文
公
九

年
に
あ
る
「
九
年
、
春
、
毛
伯
來
求
金
」
条
に
関
連
す
る
伝
文
が
そ
の
嚆
矢
と

見
な
さ
れ
る

）
11
（

。
な
お
、
胡
安
国
『
春
秋
伝
』
の
文
公
元
年
「
夏
四
月
、
丁
巳
、

葬
我
君
僖
公
。
天
王
使
毛
伯
來
錫
公
命
」
条
で
は
、
諸
侯
が
三
年
を
期
と
す
る

喪
礼
を
終
え
た
後
、
士
の
服
を
着
て
天
子
に
對
し
て
例
年
の
朝
覲
の
礼
を
執
り
、

天
子
よ
り
黻
冕
・
圭
璧
を
賜
っ
て
帰
国
す
る
説
が
見
ら
れ
る

）
11
（

。
た
だ
し
、
上
述

し
た
三
説
は
、
い
ず
れ
も
熊
過
の
注
釈
の
典
拠
で
な
い
可
能
性
が
高
い
。
桓
公

元
年
「
公
即
位
」
に
つ
い
て
、
熊
過
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

朱
先
生
は
、
「
王
・
諸
侯
は
国
の
こ
と
を
家
の
こ
と
と
同
等
視
す
る
の

で
、
先
代
の
君
主
の
た
め
の
服
喪
だ
と
し
て
も
、
私
的
関
係
で
の
服
喪
を

す
る
。
」
と
言
っ
た
よ
う
な
事
例
が
こ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
柩
の
前
の

位
置
は
、す
な
わ
ち
「
即
位
し
て
哭
を
行
う
」
と
い
わ
れ
る
位
置
で
あ
る
。

阼
階
の
位
置
は
、
た
だ
宗
廟
の
中
で
行
わ
れ
る
（
非
公
表
の
流
儀
で
あ
る
）

か
ら
正
朝
の
礼
と
異
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
天
子
か
ら
黻
冕
を
授

か
っ
て
い
な
い
状
態
で
、
た
だ
士
の
服
を
着
用
し
て
朝
廷
に
お
い
て
群
臣

に
臨
む
の
は
、
も
と
よ
り
難
し
い
で
あ
ろ
う
か
ら
だ
。

　

朱
先
生
謂
王
侯
以
国
為
家
。
雖
先
君
之
喪
、
猶
以
為
己
私
服
是
也
。
然

柩
前
之
位
、
所
謂
即
位
而
哭
。
阼
階
之
位
、
亦
止
行
于
廟
中
、
与
正
朝
之

礼
猶
有
不
同
。
未
受
黻
冕
、
自
難
以
士
服
臨
朝
。
（
『
春
秋
明
志
録
』
巻

二
）
1（
（

）

　

「
朱
先
生
」
は
朱
熹
（
一
一
三
〇
―
一
二
〇
〇
）
の
こ
と
だ
と
言
う

）
11
（

。
上
述

の
熊
過
の
考
え
は
二
点
が
示
さ
れ
る
。
一
、
次
代
の
君
主
が
着
用
す
べ
き
礼
服

は
、
場
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。
私
室
に
い
る
時
、
喪
服
を
着
る
。
宗
廟
に

い
る
時
、
吉
服
を
着
る
。
朝
堂
に
い
る
時
、
黻
冕
を
着
る
。
二
、
次
代
の
君
主

が
天
子
に
よ
り
賜
っ
た
黻
冕
を
着
用
す
る
場
合
の
み
、
新
た
な
君
主
に
対
す
る

臣
下
の
拝
謁
が
正
式
的
に
承
認
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
次
代
の
諸
侯
の
即
位
の
儀

は
引
き
続
き
進
め
る
こ
と
に
な
る
。
前
述
し
た
二
点
の
文
献
を
照
ら
し
合
わ
せ

ば
、
熊
過
は
「
そ
の
ま
ま
士
の
服
の
着
用
」
か
ら
、
「
圭
璧
・
黻
冕
の
賜
り
」

ま
で
の
過
程
を
重
ん
じ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
次
代
の
諸
侯
が
視
朝
の
権

限
を
意
味
す
る
新
た
な
圭
璧
・
黻
冕
を
天
子
か
ら
受
け
た
う
え
で
、
即
位
の
儀

に
当
た
る
「
踰
年
」
・
「
改
元
」
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
熊
過
は
諸

侯
の
場
合
、
次
代
の
君
主
が
条
件
を
満
た
さ
ず
に
自
ら
「
改
元
」
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
か
ど
う
か
を
問
題
視
す
る
。
そ
れ
は
、
前
述
し
た
三
説
で
は
見
当
た

ら
な
い
要
素
で
あ
る
。
な
お
、
同
じ
桓
公
元
年
に
お
け
る
「
公
即
位
」
の
条
で

は
、
「
朱
先
生
」
云
々
の
前
に
、
熊
過
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
。
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王
世
子
は
、
受
命
の
な
い
ま
ま
で
、
次
代
の
君
主
に
な
り
う
る
。
諸
侯

の
世
子
は
、
王
に
対
す
る
誓
い
（
の
儀
式
）
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
先
代

の
君
主
が
薨
去
し
た
ら
、
再
び
王
命
を
自
ら
承
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

借
吉
に
し
て
行
事
を
す
る
た
め
、
必
ず
踰
年
ま
で
待
つ
。

　

王
世
子
未
受
命
、
即
成
為
君
。
諸
侯
世
子
雖
誓
于
王
、
君
薨
、
猶
必
親

受
命
也
。
借
吉
行
事
、
必
待
踰
年
。
（
『
春
秋
明
志
録
』
巻
二

）
11
（

）

　

上
述
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
つ
の
点
が
示
さ
れ
る
。
一
点
目
に
は
、
王
嗣

子
は
諸
侯
嗣
子
と
即
位
の
儀
で
の
区
別
が
あ
る
。
「
柩
前
の
位
」
「
阼
階
の
位
」

は
通
礼
だ
と
言
え
る
も
の
の
、「
正
朝
の
礼
」
の
場
合
に
お
い
て
、
身
分
に
よ
っ

て
流
儀
が
異
な
っ
て
い
る
。
王
嗣
子
の
即
位
だ
っ
た
ら
、
王
か
ら
黻
冕
を
受
け

る
段
階
が
な
い
た
め
、
直
接
「
踰
年
」
し
て
「
改
元
」
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
方
で
、
諸
侯
の
嗣
子
の
場
合
、
王
か
ら
黻
冕
を
受
け
る
段
階
が
あ
る
た
め
、「
踰

年
改
元
」
の
前
に
、
ま
ず
王
に
謁
見
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
要
す
る
に
、
同

じ
次
代
の
君
主
に
な
る
場
合
だ
と
し
て
も
、
王
嗣
子
は
自
動
的
に
新
た
な
君
主

に
な
る
。
逆
に
、
諸
侯
の
嗣
子
は
天
子
に
よ
っ
て
授
け
ら
れ
る
黻
冕
・
王
命
を

承
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
繰
り
返
し
て
い
う
が
、
同
じ
「
嗣
子
」
だ
と
い
わ

れ
て
も
、
王
嗣
子
と
諸
侯
の
嗣
子
の
間
に
区
別
が
あ
る
と
熊
過
の
注
釈
に
は
見

え
る
。

　

（
２
）
「
踰
年
」
に
つ
い
て

　

さ
て
、「
改
元
」
の
事
前
作
業
で
あ
る
「
踰
年
」
の
意
味
に
つ
い
て
読
み
解
こ
う
。

前
述
し
た
熊
過
が
言
う
「
借
吉
に
し
て
行
事
を
す
る
た
め
、
必
ず
踰
年
を
待
つ
。

（
借
吉
行
事
、
必
待
踰
年
）
」
に
あ
る
「
借
吉
」
の
概
念
に
関
し
て
、
胡
安
国
は

文
公
元
年
「
元
年
春
王
正
月
公
即
位
」
に
お
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
た
。

　

古
の
時
代
か
ら
喪
期
は
三
年
間
か
か
る
。
凶
服
を
着
た
ま
ま
で
、
宗
廟

に
入
っ
て
は
な
ら
な
い
。
…
…
告
廟
や
群
臣
に
臨
ん
だ
り
す
る
場
合
は
、

も
と
も
と
摂
行
の
礼
が
あ
る
。
案
ず
る
に
、『
商
書
』
に
あ
る
「
太
甲
元
年
、

伊
尹
は
先
王
を
祭
る
」
は
、
す
な
わ
ち
摂
行
に
よ
っ
て
告
廟
の
礼
が
実
行

さ
れ
た
証
拠
で
あ
る
。

　

自
古
通
喪
三
年
、
其
以
凶
服
、
則
不
可
入
宗
廟
。
…
…
則
告
廟
・
臨
群

臣
、
固
有
摂
行
之
礼
矣
。
按
『
商
書
』
称
「
太
甲
元
年
、
伊
尹
祠
于
先
王
。
」

則
摂
而
告
廟
之
証
也
。
（
『
春
秋
伝
』
巻
十
四

）
11
（

）

上
述
し
た
よ
う
に
、
胡
安
国
が
言
っ
た
「
借
吉
」
は
、
一
時
的
に
凶
服
か
ら
吉

服
へ
着
替
え
る
こ
と
を
指
す
こ
と
で
は
な
い

）
11
（

。
嗣
子
が
凶
服
を
着
た
ま
ま
で
、

宗
廟
に
は
入
れ
ず
に
祭
祀
を
実
施
で
き
な
い
た
め
、
冢
宰
が
嗣
子
に
代
わ
っ
て

即
位
の
儀
式
を
進
め
る
。
要
す
る
に
、
嗣
子
は
喪
中
だ
か
ら
、
祭
祀
の
場
合
に

お
い
て
冢
宰
の
摂
行
が
必
要
で
あ
る
、
と
胡
安
国
が
考
え
た
。
そ
れ
に
対
し
、

熊
過
は
文
公
元
年
「
元
年
春
王
正
月
公
即
位
」
条
の
注
釈
に
お
い
て
、
胡
安
国

の
摂
行
説
を
論
駁
し
た
。

　

胡
子
は
、
新
た
な
君
主
が
告
廟
や
群
臣
に
臨
む
場
合
、
借
吉
し
て
は
な

ら
な
い
た
め
、
冢
宰
が
摂
行
す
る
と
考
え
た
。
…
…
な
お
、
柩
の
前
の
位

は
、
す
な
わ
ち
「
始
死
の
位
」
で
あ
る
。
「
喪
大
記
」
は
、
国
君
が
薨
去

し
た
最
初
の
際
、
た
だ
ち
に
実
行
す
べ
き
儀
式
は
、
以
下
の
よ
う
に
な
る

明代春秋学における「改元」説―熊過の「元年」注釈を中心に
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と
記
し
て
い
る
。
「
尸
を
正
し
い
方
位
に
取
っ
た
ら
、
子
は
東
方
に
座
る
。

卿
大
夫
・
同
姓
の
親
族
、
皆
東
方
に
立
つ
。
儀
式
を
司
る
者
・
身
分
が
比

較
的
に
低
い
士
、
北
を
向
い
て
堂
下
に
お
い
て
哭
を
行
う
」
と
。
つ
ま
り
、

先
代
の
君
主
が
薨
去
す
る
と
す
ぐ
に
、
嫡
庶
の
関
係
を
定
め
る
。
…
…
蔡

平
公
の
葬
儀
で
、
蔡
太
子
宋
は
（
し
か
る
べ
き
）
位
置
を
は
ず
れ
た
の
で
、

魯
人
は
彼
が(
無
事
に
は)

終
わ
ら
な
い
だ
ろ
う
と
わ
か
っ
た

）
11
（

。
孟
子
が

言
っ
た
よ
う
に
、
「
即
位
し
て
哭
を
行
う
。
百
官
の
儀
式
を
司
る
者
、
す

べ
て
悲
し
み
を
表
現
し
な
い
者
は
な
い
」
（
『
孟
子
』
滕
文
公
上
）
と
。
そ

う
で
あ
る
か
ら
告
廟
・
群
臣
に
臨
む
場
合
、
冢
宰
が
摂
行
を
し
て
儀
式
を

執
行
す
る
の
は
、や
は
り
正
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
孔
子
が
言
う
よ
う
に
、

「
百
官
の
皆
、
み
ず
か
ら
と
合
わ
せ
、冢
宰
の
言
う
こ
と
に
し
た
が
う
」（
『
論

語
』
憲
問
）
と
。
後
世
の
儒
学
者
は
、
そ
れ
に
依
拠
し
、
告
廟
・
群
臣
に

臨
む
場
合
の
摂
行
と
と
も
に
一
括
に
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
よ
う
な
見
方

は
、
ま
さ
に
『
尚
書
』
の
義
を
察
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
康
王

の
こ
と
を
疑
っ
た
り
で
き
よ
う
か
。

　

胡
子
言
告
廟
・
臨
群
臣
之
礼
、
以
為
不
可
借
吉
、
故
冢
宰
摂
之
。
…
…

又
其
柩
前
之
位
、
即
始
死
之
位
。
「
喪
大
記
」
記
国
君
初
死
之
礼
云
、
「
既

正
尸
、
子
坐
於
東
方
。
卿
大
夫
・
父
兄
子
姓
、
立
于
東
方
。
有
司
・
庶
士
、

哭
于
堂
下
、
北
面
。
」
初
死
之
時
、
即
別
嫡
庶
。
…
…
葬
蔡
平
公
、
蔡
太

子
宋
失
位
、
魯
人
知
其
不
終
。
孟
子
曰
、
「
即
位
而
哭
、
百
官
有
司
、
莫

敢
不
哀
」
。
然
則
摂
告
廟
・
臨
群
臣
、
非
也
。
孔
子
言
、
「
百
官
総
己
、
以

聴
冢
宰
」
、
而
後
賢
並
欲
摂
告
廟
・
臨
群
臣
、
其
亦
不
察
『
書
』
義
矣
、

又
何
疑
於
康
王
哉
。
（
『
春
秋
明
志
録
』
巻
六

）
11
（

）

　

熊
過
が
考
え
る
に
、
国
君
が
薨
去
し
た
最
初
の
際
、
嫡
は
席
に
座
り
、
庶
は

立
つ
と
い
う
か
た
ち
で
、
嫡
が
優
越
す
る
こ
と
を
示
す
。
冢
宰
が
摂
行
し
て
儀

式
を
執
行
す
る
と
、
嫡
の
優
越
性
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ

て
、
次
代
の
諸
侯
が
凶
服
を
着
て
い
る
期
間
、
宗
廟
で
の
祭
祀
・
周
王
へ
の
謁

見
が
で
き
な
い
た
め
、
年
を
越
え
た
後
、
吉
服
を
着
用
し
、
改
め
て
周
王
に
誓
っ

て
、
王
命
・
圭
璧
・
黻
冕
を
受
け
、
帰
国
し
て
改
元
を
行
う
と
彼
は
主
張
す
る
。

熊
過
が
強
調
し
た
の
は
、
諸
侯
は
「
借
吉
」
し
た
た
め
、
二
年
間
を
経
て
正
式

に
紀
年
の
変
更
を
し
う
る
点
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
熊
過
の
こ
の
「
踰
年
」
の
考
え
は
、『
礼
記
』
喪
服
小
記
に
あ
る
「
除
」

「
降
」
の
概
念
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
ろ
う

）
11
（

。
な
お
、
熊
過
が
言
っ
た
「
周
王

へ
の
謁
見
」
と
は
、
清
代
の
秦
蕙
田
の
『
五
礼
通
考
』
に
よ
る
と
、
毎
年
一
定

の
期
間
で
行
う
「
常
朝
」
の
こ
と
だ
と
判
じ
ら
れ
る

）
11
（

。
熊
過
の
考
え
に
よ
る
と
、

諸
侯
は
喪
中
の
第
一
年
の
間
で
は
即
位
の
儀
に
関
す
る
一
切
の
こ
と
を
行
う
べ

き
で
は
な
く
、
翌
年
に
周
王
に
「
常
朝
」
の
礼
を
し
た
後
、
即
位
の
儀
を
正
式

に
進
め
る
の
で
あ
る
。

　

言
い
換
え
れ
ば
、
「
借
吉
」
を
通
じ
て
、
熊
過
は
王
嗣
子
と
諸
侯
嗣
子
と
の

違
い
を
区
別
す
る
考
え
を
再
言
し
て
い
る
。
王
嗣
子
の
即
位
の
場
合
、
翌
年
の

正
月
一
日
ま
で
に
正
式
に
紀
年
を
変
更
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
諸
侯
嗣

子
の
即
位
の
場
合
、
新
た
な
君
主
は
踰
年
し
て
周
王
へ
の
謁
見
が
で
き
、
ま
た

踰
年
し
て
改
元
を
行
え
る
。
要
す
る
に
、
諸
侯
嗣
子
の
即
位
は
、
二
年
間
を
経

て
か
ら
正
式
に
紀
年
の
変
更
を
し
う
る
の
で
あ
る
。

　

（
二
）
主
張
の
背
景
：
熊
過
の
大
礼
の
議
に
対
す
る
認
識

　

熊
過
が
著
し
た
「
明
朝
列
大
夫
広
東
布
政
使
司
右
参
議
白
洞
翁
公
墓
誌
銘
」

で
は
、
大
礼
の
議
に
際
し
て
岳
父
の
翁
磐
（
一
四
七
七
―
一
五
五
〇

）
11
（

）
が
嘉
靖

日本儒教学会報 五
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三
年
（
一
五
二
四
）
の
左
順
門
事
件
で
詔
獄
に
送
ら
れ
て
拷
問
さ
れ
た
始
末
に

関
す
る
内
容
が
見
ら
れ
る

）
1（
（

。
嘉
靖
元
年
（
一
五
二
二
）
、
清
寧
宮
殿
で
災
異
の

予
兆
が
現
れ
た
と
報
じ
ら
れ
た
た
め
、
即
位
し
た
ば
か
り
の
世
宗
（
一
五
〇
七

―
一
五
六
七
）
は
楊
廷
和
ら
の
勧
進
箋
に
し
た
が
い
、
崩
御
し
た
伯
父
の
孝
宗

（
一
四
七
〇
―
一
五
〇
五
）
に
皇
考
の
尊
号
を
与
え
、
そ
の
時
ま
だ
健
在
で
あ
っ

た
伯
母
の
慈
寿
太
后
（
一
四
七
一
―
一
五
四
一
、
後
の
昭
聖
太
后
）
に
聖
母
の

尊
号
を
与
え
た

）
11
（

。
当
時
、
祠
祭
員
外
郎
に
任
ぜ
ら
れ
た
翁
磐
は
、
世
宗
が
孝
宗

の
直
系
血
族
に
あ
た
る
後
嗣
と
な
る
べ
き
だ
と
い
う
楊
廷
和
ら
の
決
意
に
疑
問

を
感
じ
て
い
た
が
、
奉
先
殿
の
西
室
を
建
て
て
興
献
帝
を
奉
る
世
宗
の
御
心
に

反
対
し
て
い
た

）
11
（

。
嘉
靖
三
年
七
月
、
世
宗
が
実
母
の
本
生
聖
母
章
聖
皇
太
后
（
？

―
一
五
三
八
）
に
冠
す
る
「
本
生
」
の
二
字
を
称
号
か
ら
削
ろ
う
と
し
た
こ
と

を
き
っ
か
け
に
、
二
百
人
に
上
っ
た
反
対
側
の
楊
慎
ら
の
行
列
に
並
ん
で
、
左

順
門
で
跪
い
て
哭
働
し
た

）
11
（

。
そ
こ
で
詔
獄
に
入
っ
て
一
度
瀕
死
の
状
態
に
な
っ

た
。

　

こ
の
際
、
ま
だ
郷
試
を
受
け
て
い
な
い
諸
生
で
あ
っ
た
熊
過
は
、
大
礼
の
議

の
た
め
に
改
め
て
三
『
礼
』
を
精
読
し
て
い
た
。
熊
過
の
親
友
で
あ
る
趙
憲
の

弟
、
万
暦
年
間
の
奪
情
に
対
し
て
当
時
の
内
閣
首
輔
だ
っ
た
張
居
正
（
一
五
二
五

―
一
五
八
二
）
を
弾
劾
し
た
趙
用
賢
（
一
五
三
五
―
一
五
九
六
）
は

）
11
（

、
熊
過
の

墓
志
銘
の
中
に
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

そ
の
時
、
大
礼
の
議
が
起
こ
っ
た
ば
か
り
。
先
生
は
た
だ
ち
に
閉
門
し
て
、

毎
日
三
『
礼
』
の
注
釈
を
校
訂
し
た
。
特
に
廟
制
に
詳
し
か
っ
た
。

是
時
大
礼
議
起
。
先
生
即
閉
戸
、
日
取
三
『
礼
』
注
疏
加
訂
正
、
尤
詳
於

廟
制
。
（
『
松
石
斎
集
』
巻
十
七

）
11
（

）

　

上
述
し
た
よ
う
に
、
そ
の
時
の
熊
過
は
廟
制
を
重
視
し
た
と
強
調
さ
れ
て
い

る
。
と
こ
ろ
で
、
嘉
靖
元
年
当
時
、
お
お
よ
そ
十
六
歳
の
熊
過
は
、
翁
磐
か
ら

の
影
響
を
受
け
て
廟
制
の
研
究
に
熱
中
し
た
の
か
ど
う
か
は
、
「
熊
南
沙
先
生

墓
志
銘
」
の
叙
述
だ
け
で
は
判
ら
な
い
。
だ
が
、
熊
過
の
「
故
相
国
楊
石
斎
墓

表
」
の
作
成
背
景
は
、
廟
制
重
視
を
起
点
と
す
る
彼
の
大
礼
の
議
の
認
識
を
掘

り
下
げ
る
手
が
か
り
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
嘉
靖
六
年
（
一
五
二
七
）
に
刊
行
さ
れ
た
楊
廷
和
の
『
視

草
余
録
』
は
、
熊
過
の
「
故
相
国
楊
石
斎
墓
表
」
の
重
要
な
参
考
資
料
で
あ
っ

た
。
楊
廷
和
は
、
大
礼
の
議
に
よ
っ
て
世
宗
に
退
け
ら
れ
た
も
の
の

）
11
（

、
彼
の
『
視

草
余
録
』
は
散
佚
せ
ず
、
現
在
に
い
た
っ
て
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
楊
廷
和
の

叙
述
に
よ
る
と
、
当
時
、
ま
だ
即
位
の
儀
を
行
う
こ
と
が
な
か
っ
た
興
長
子
は
、

ま
も
な
く
皇
城
に
入
ろ
う
と
す
る
当
日
の
夜
明
け
の
前
に
、
楊
廷
和
ら
に
よ
る

武
宗
期
（
一
五
〇
六
―
一
五
二
一
）
に
お
け
る
一
切
の
不
正
に
対
す
る
刷
新
の

改
革
に
関
す
る
上
奏
文
を
受
け
取
っ
た

）
11
（

。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
興
長
子
は
夕
方

ま
で
そ
れ
に
対
処
し
よ
う
と
す
る
気
が
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
楊
廷
和
は
こ

の
よ
う
に
述
べ
た
。

　

厚
斎
（
梁
儲
）
が
い
う
、「
今
日
ま
で
に
、
批
紅
を
下
さ
ら
な
か
っ
た
ら
、

明
日
の
開
読
も
と
り
や
め
ま
し
ょ
う
」と
。
私
は
、
お
二
方
に
答
え
た
。「
古

の
人
君
の
即
位
に
つ
い
て
、
そ
の
儀
式
は
不
完
備
だ
と
言
っ
て
も
、
必
ず

改
元
の
詔
書
を
公
表
し
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
新
時
代
が
開
い
た
こ
と
を
天

下
の
人
に
示
し
た
か
ら
で
あ
る
。
今
日
の
こ
と
に
つ
い
て
い
え
ば
、
詔
書

の
頒
布
が
な
か
っ
た
ら
、
す
な
わ
ち
ど
の
よ
う
な
年
号
に
変
わ
る
の
か
が

分
か
ら
な
い
。
人
の
心
が
不
安
に
な
り
、
ほ
か
に
も
恐
ろ
し
い
こ
と
が
生

明代春秋学における「改元」説―熊過の「元年」注釈を中心に
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じ
る
か
も
し
れ
な
い
。
（
そ
の
よ
う
な
不
祥
事
が
起
こ
っ
た
ら
、
）
誰
の
責

任
で
あ
ろ
う
か
」
と
。

　

厚
斎
云
、
「
批
紅
若
不
下
、
明
日
開
読
也
罷
。
」
予
与
二
公
言
、
「
自
古

人
君
即
位
、
雖
草
昧
中
、
亦
須
下
詔
改
元
、
以
新
天
下
之
耳
目
。
今
日
之

事
、
若
無
詔
書
、
不
知
所
改
者
是
何
年
号
。
人
心
惶
惑
、
恐
有
他
虞
、
誰

任
其
咎
。
」
（
『
視
草
余
録
』
下

）
11
（

）  

　

こ
の
事
に
つ
い
て
の
熊
過
の
記
述
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　

翌
日
の
夕
方
に
い
た
っ
て
も
、
批
紅
が
下
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

鼓
は
も
う
鳴
っ
て
し
ま
っ
た
。
三
公
（
楊
廷
和
・
蒋
冕
・
毛
紀
）
は
、
上

奏
し
よ
う
と
す
る
書
類
を
持
ち
、
華
蓋
殿
へ
お
も
む
い
た
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、な
お
さ
ら
落
ち
込
ん
で
い
た
。
…
…
公
は
そ
れ
に
つ
い
て
争
っ
た
。

「
即
位
と
と
も
に
改
元
の
詔
書
を
頒
布
す
る
。
古
の
者
は
、
い
く
ら
儀
式

の
不
備
だ
と
言
っ
て
も
、
更
始
の
こ
と
を
廃
棄
せ
ず
、
新
時
代
が
開
か
れ

た
こ
と
を
天
下
の
人
に
示
す
。
今
日
、
皇
帝
が
新
た
な
年
号
を
公
表
せ
ず
、

逆
に
即
位
の
こ
と
を
優
先
に
し
た
ら
、
人
の
心
が
不
安
に
な
る
の
は
お
ろ

か
、
ほ
か
に
も
恐
ろ
し
い
こ
と
を
招
く
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
誰
の

責
任
で
あ
ろ
う
か
」
と
。

　

明
日
遅
旦
、
批
紅
未
下
。
皷
声
鳴
矣
。
三
公
函
趨
華
蓋
殿
、
後
悵
悵
。

…
…
公
爭
曰
、「
即
位
下
詔
改
元
。
古
者
雖
草
昧
、
不
廃
更
始
、
新
耳
目
也
。

今
不
詔
所
改
年
号
、
而
先
即
位
、
人
心
惶
惑
有
他
虞
。
誰
任
其
咎
耶
。
」（
『
南

沙
文
集
』
巻
七

）
11
（

）

　

熊
過
に
関
す
る
資
料
は
現
在
ほ
ぼ
不
在
と
い
う
状
況
に
あ
る
た
め

）
1（
（

、
彼
は
意

図
的
に
楊
廷
和
の
『
視
草
余
録
』
に
あ
る
対
話
記
録
を
手
直
し
、
「
故
相
国
楊

石
斎
墓
表
」
に
お
い
て
こ
れ
を
挙
げ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
決
定
的
な
証
拠

が
見
つ
か
ら
な
い
。
だ
が
、こ
の
「
故
相
国
楊
石
斎
墓
表
」
で
は
、「
即
位
の
儀
」

と
「
改
元
の
公
表
」
の
時
点
を
一
致
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
官
書

で
あ
る
『
大
明
会
典
』
に
は
見
当
た
ら
な
い
点
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、

「
故
相
国
石
斎
楊
公
墓
表
」
に
見
ら
れ
る
楊
廷
和
の
諸
事
跡
の
な
か
、
藩
王
で

あ
る
肉
親
に
愛
情
と
忠
孝
を
貫
こ
う
と
し
た
世
宗
に
対
し
、
天
子
た
る
自
己
意

識
を
喚
起
し
た
こ
と
は
、
楊
廷
和
の
認
め
ら
れ
る
べ
き
重
要
な
功
績
だ
と
熊
過

は
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

終
わ
り
に

　

本
稿
に
は
、
明
代
の
知
識
人
は
経
典
に
対
す
る
読
み
方
に
、
時
局
へ
の
批
判

が
投
影
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
す
。
具
体
的
に
は
、
以
下
の
よ
う
に

熊
過
の
主
張
を
取
り
上
げ
る
。

　

一
、『
春
秋
』
に
あ
る
「
元
年
」
は
、
魯
公
の
元
年
だ
と
示
さ
れ
る
。
た
だ
し
、

王
命
を
奉
じ
な
け
れ
ば
、
諸
侯
は
正
式
に
紀
年
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

二
、
即
位
の
儀
で
は
、
諸
侯
は
「
借
吉
」
し
た
た
め
、
翌
年
よ
う
や
く
天
子
に

謁
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
三
、
先
代
が
亡
く
な
っ
た
時
点
で
、
嫡
の
優
越
性

を
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
、
儀
式
を
行
う
場
合
、
身
代
わ
り
を
引
き
受
け
る
こ
と

は
認
め
ら
れ
な
い
。
熊
過
の
「
元
年
」
注
釈
形
成
を
可
能
に
し
た
背
景
に
つ
い

て
、
本
稿
で
は
次
の
よ
う
に
提
示
し
た
い
。
大
礼
の
議
に
生
涯
の
関
心
を
持
つ

熊
過
は
、
世
宗
が
帝
位
を
継
承
す
る
時
点
で
、
自
分
が
嫡
統
も
受
け
継
い
だ
と
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い
う
自
己
認
識
が
弱
か
っ
た
た
め
、
大
礼
の
議
が
起
こ
っ
た
と
い
う
由
緒
を
指

摘
し
、
嫡
庶
を
軸
に
し
て
春
秋
学
の
「
元
年
」
を
注
釈
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

総
じ
て
言
え
ば
、
明
代
春
秋
学
に
お
け
る
熊
過
の
「
元
年
」
注
釈
は
、
単
に

主
流
で
あ
る
胡
安
国
説
に
反
論
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
は
確
か
で
あ
る
。
彼

は
、
楊
廷
和
へ
の
関
心
に
よ
っ
て
、
大
礼
の
議
に
対
す
る
自
分
の
立
場
を
形
成

し
て
い
る
。

　

熊
過
の
「
元
年
」
注
釈
は
、
集
注
の
よ
う
に
先
学
の
説
を
ひ
と
ま
と
め
に
論

駁
す
る
と
い
う
体
裁
を
と
っ
て
い
る
と
言
え
る
が
、
熊
過
の
よ
う
に
注
釈
を
通

じ
て
政
治
的
立
場
を
示
す
知
識
人
は
、
恐
ら
く
、
明
代
で
は
少
な
く
な
い
と
考

え
ら
れ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
て
、
経
典
に
対
す
る
明
代
の
知
識
人
の
読
み
方

と
は
何
か
を
考
え
つ
つ
、
明
代
の
経
学
を
考
察
し
た
い
。

　

一
次
資
料

漢
・
鄭
玄
注
、
孔
穎
達
疏
『
礼
記
正
義
』
、
清
嘉
慶
二
十
年
南
昌
府
学
本
『
十
三
経
注
疏
』
、

台
北
：
芸
文
印
書
館
、
一
九
八
一
年
。

漢
・
何
休
解
詁
、
徐
彦
疏
『
春
秋
公
羊
伝
注
疏
』
、
清
嘉
慶
二
十
年
南
昌
府
学
本
『
十
三

経
注
疏
』
、
台
北
：
芸
文
印
書
館
、
一
九
八
一
年
。

晋
・
杜
預
注
、
孔
穎
達
疏
『
春
秋
左
伝
正
義
』
、
清
嘉
慶
二
十
年
南
昌
府
学
本
『
十
三
経

注
疏
』
、
台
北
：
芸
文
印
書
館
、
一
九
八
一
年
。

晋
・
范
甯
集
解
、
楊
士
勛
疏
『
春
秋
穀
梁
伝
注
疏
』
、
清
嘉
慶
二
十
年
南
昌
府
学
本
『
十
三

経
注
疏
』
、
台
北
：
芸
文
印
書
館
、
一
九
八
一
年
。

唐
・
陸
淳
等
『
春
秋
集
伝
纂
例
』
、『
古
経
解
彙
函
・
小
学
彙
函
・
附
十
種
』
第
三
冊
、
京
都
：

中
文
出
版
社
、
一
九
九
八
年
。

宋
・
欧
陽
脩
『
新
五
代
史
』
、
北
京
：
中
華
書
局
、
一
九
七
四
年
。

宋
・
胡
安
国
『
春
秋
伝
』
、『
四
部
叢
刊
続
編
』
、
台
北
：
台
湾
商
務
印
書
館
、
一
九
七
六
年
。

元
・
呉
莱
『
淵
穎
呉
先
生
文
集
』
、『
四
部
叢
刊
』
、
上
海
：
上
海
商
務
印
書
館
、
一
九
二
二
年
。

元
・
趙
汸
『
春
秋
属
辞
』
、
納
蘭
性
徳
『
通
志
堂
経
解
』
第
十
一
冊
、
揚
州
：
江
蘇
広
陵

古
籍
刻
印
出
版
、
一
九
九
六
年
。

明
・
楊
廷
和
『
視
草
余
録
』
、
『
楊
文
忠
三
録
』
、
下
、
万
暦
三
十
五
年
刊
本
。

明
・
皇
甫
汸
『
皇
甫
司
勲
集
』
、
万
暦
三
年
刊
本
。

明
・
熊
過
『
南
沙
文
集
』
、『
四
庫
全
書
存
目
叢
書
』
集
部
、
第
九
十
一
册
、
済
南
：
斉
魯
書
社
、

一
九
九
七
年
。

明
・
熊
過
『
春
秋
明
志
録
』
、
静
嘉
堂
文
庫
「
十
万
巻
楼
旧
蔵
本
」
、
抄
本
。

明
・
熊
過
『
春
秋
明
志
録
』
、
『
景
印
文
淵
閣
四
庫
全
書
』
経
部
第
百
六
十
二
冊
、
台
北
：

台
湾
商
務
印
書
館
、
一
九
八
六
年
。

明
・
唐
順
之
『
荊
川
稗
編
』
、
万
暦
九
年
刊
本
。

明
・
季
本
『
春
秋
私
考
』
、『
続
修
四
庫
全
書
』
第
百
三
十
四
册
、
上
海
：
上
海
古
籍
出
版
社
、

二
〇
〇
二
年
。

明
・
『
明
世
宗
実
録
』
、
台
北
：
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
、
一
九
六
二
年
。

明
・
趙
用
賢
『
松
石
斎
集
』
、
『
四
庫
禁
燬
書
叢
刊
』
集
部
第
四
十
一
冊
、
北
京
：
北
京

出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
。

明
・
卓
爾
康
『
春
秋
辯
義
』
、
明
崇
禎
間
仁
和
呉
夢
桂
校
刊
本
。

明
・
銭
謙
益
『
列
朝
詩
集
』
、
北
京
：
中
華
書
局
、
二
〇
〇
七
年
。

明
・
朱
彝
尊
『
曝
書
亭
全
書
』
、
『
四
部
備
要
』
、
台
北
：
台
湾
中
華
書
局
、
一
九
七
二
年
。

明
・
朱
彝
尊
『
経
義
考
』
、
『
四
部
備
要
』
、
台
北
：
台
湾
中
華
書
局
、
一
九
七
〇
年
。

明
・
黄
虞
稷
『
千
頃
堂
書
目
』
、
台
北
：
広
文
書
局
、
一
九
六
七
年
。

明
・
万
斯
大
『
学
春
秋
随
筆
』
、『
四
庫
全
書
存
目
叢
書
』
、
経
部
、
第
百
三
十
二
册
、
済
南
：

斉
魯
書
社
、
一
九
九
七
年
。

清
・
秦
蕙
田
『
五
礼
通
考
』
、
嘉
興
王
氏
原
蔵
無
錫
秦
氏
味
経
窩
刊
初
印
秦
氏
等
手
校
本
、

桃
園
：
聖
環
図
書
、
一
九
九
四
年
。

清
・
『
明
史
』
、
北
京
：
中
華
書
局
、
一
九
七
四
年
。

清
・
『
四
庫
全
書
総
目
』
、
台
北
：
芸
文
印
書
館
、
一
九
六
四
年
。

明代春秋学における「改元」説―熊過の「元年」注釈を中心に
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『
中
国
地
方
志
集
成
』
、
成
都
：
巴
蜀
書
社
、
一
九
九
二
年
。

『
中
国
古
籍
総
目
』
、
北
京
：
中
華
書
局
、
二
〇
一
二
年
。

　

参
考
書
目
（
五
十
音
順
）

新
田
元
規
「
蘇
軾
の
「
吉
服
即
位
非
礼
」
説
と
そ
の
周
辺
：
『
尚
書
』
顧
命
篇
の
解
釈

と
即
位
儀
礼
を
め
ぐ
っ
て
」
、
『
徳
島
大
学
総
合
科
学
部　

人
間
社
会
文
化
研
究
』
第

二
十
三
巻
、
二
〇
一
五
年
、
一
―
二
十
九
頁
。

岩
本
真
利
絵
『
明
代
の
専
制
政
治
』
、
京
都
：
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
九
年
。

大
石
隆
夫
「
明
代
嘉
靖
初
年
の
密
掲
政
治
に
つ
い
て
」
、
『
人
文
論
究
』
、
第
五
十
二
巻
第

二
号
、
二
〇
〇
二
年
、
三
十
五
―
五
十
三
頁
。

康
凱
淋
『
胡
安
国
『
春
秋
伝
』
研
究
』
、
台
北
：
致
知
学
術
出
版
、
二
〇
一
四
年
。

黄
覚
弘
『
唐
宋
『
春
秋
』
佚
著
研
究
』
、
北
京
：
中
華
書
局
、
二
〇
一
四
年
。

城
地
孝
「
日
本
に
お
け
る
明
代
嘉
靖
時
代
史
研
究
の
視
角
」
、
『
文
化
学
年
報
』
、
第

六
十
七
号
、
（
『
松
藤
和
人
先
生
・
中
井
義
明
先
生
・
石
坂
尚
武
先
生
退
職
記
念
論
文

集
』
）
、
二
〇
一
八
年
、
百
十
五
―
百
三
十
二
頁
。

曾
亦
、
郭
暁
東
『
春
秋
公
羊
学
史
』
、
上
海
：
華
東
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
七
年
。

趙
伯
雄
『
春
秋
学
史
』
、
山
東
：
山
東
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
。

沈
玉
成
、
劉
寧
『
春
秋
左
伝
学
史
稿
』
、
上
海
：
鳳
凰
出
版
社
、
一
九
九
二
年
。

中
山
八
郎
『
明
清
史
論
集
』
、
東
京
：
汲
古
書
院
、
一
九
九
五
年
。

山
本
隆
義
『
中
国
政
治
制
度
の
研
究
：
内
閣
制
度
の
起
原
と
発
展
』
、
京
都
：
東
洋
史
研

究
会
、
一
九
六
九
年
。

林
穎
政
『
明
代
春
秋
学
研
究
』
、
台
北
：
致
知
学
術
出
版
、
二
〇
一
四
年
。

林
慶
彰
『
明
代
考
拠
学
研
究
』
、
台
北
：
台
湾
学
生
書
局
、
一
九
八
七
年
。

林
慶
彰
『
明
代
経
学
研
究
論
集
』
、
台
北
：
文
史
哲
出
版
社
、
一
九
九
四
年
。

楊
自
平
「
明
代
熊
過
『
周
易
象
旨
決
録
』
之
象
学
析
論
」
、「
宋
明
清
儒
学
的
類
型
与
発
展
Ⅶ
」

学
術
研
討
会
、
二
〇
二
〇
年
十
月
二
十
二
日
。

　

注

（
（
）　

現
存
す
る
『
明
史
録
』
の
版
本
に
つ
い
て
、
『
四
庫
全
書
』
以
外
、
静
嘉
堂
文
庫

所
蔵
の
「
十
万
巻
楼
旧
蔵
本
」
の
抄
本
し
か
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
、

基
本
的
に
『
四
庫
全
書
』
に
収
録
す
る
『
明
志
録
』
を
使
用
し
、
静
嘉
堂
文
庫
の
「
十
万

巻
楼
旧
蔵
本
」
と
照
ら
し
合
わ
せ
、
文
字
の
異
同
を
示
す
。

（
1
）　

『
明
史
』
巻
二
百
八
十
七
、「
文
苑
三
」
熊
過
、（
北
京
、
中
華
書
局
、
一
九
七
四
年
、

七
三
七
一
頁
）
、「
熊
過
、
字
叔
仁
、
富
順
人
。
（
任
）
瀚
同
年
進
士
。
累
官
祠
祭
郎
中
。

坐
事
貶
秩
、
復
除
名
為
民
。
」

（
1
）　

皇
甫
汸
（
？
―
（
一
五
二
九
年
進
士
）
―
？
）
『
皇
甫
司
勲
集
』
巻
十
七
、
（
万

暦
三
年
刊
本
、
七
裏
）
、「
熊
叔
抑
同
唐
応
徳
入
四
明
、
弔
陳
約
之
。
憮
然
作
詩
二
首
」
。

（
1
）　

黄
虞
稷
（
一
六
二
九
―
一
六
九
一
）
『
千
頃
堂
書
目
』
巻
二
十
三
、
（
上
海
、
上

海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
、
五
七
二
頁
）
、「
熊
過
『
南
沙
集
』
八
巻
。
字
子
仁
、

富
順
人
。
由
庶
吉
士
歴
官
礼
部
郎
中
。
」

（
1
）　

黄
虞
稷
『
千
頃
堂
書
目
』
巻
一
、
（
同
注
四
、
五
頁
）
、
「
熊
過
『
周
易
象
旨
決
録
』

七
巻
。
字
尗
仁
、
四
川
富
順
人
。
嘉
靖
己
丑
進
士
。
」

（
1
）　

『
明
史
』
巻
二
百
八
十
七
、「
文
苑
三
」
王
慎
中
、（
同
注
二
、
七
三
六
七
頁
）
、「
…
…

時
四
方
名
士
唐
順
之
・
陳
束
・
李
開
先
・
趙
時
春
・
任
瀚
・
熊
過
・
屠
応
埈
・
華
察
・

陸
銓
・
江
以
達
・
曾
忭
輩
咸
在
部
曹
。
」
ま
た
、『
明
史
』
巻
二
百
八
十
七
、「
文
苑
三
」

陳
束
、
（
同
注
二
、
七
三
七
〇
頁
）
、
「
…
…
時
有
『
嘉
靖
八
才
子
』
之
称
。
謂
束
及

王
慎
中
・
唐
順
之
・
趙
時
春
・
熊
過
・
任
瀚
・
李
開
先
・
呂
高
也
。
」

（
1
）　

『
明
世
宗
実
録
』
巻
三
百
十
三
、
「
嘉
靖
二
十
五
年
七
月
癸
丑
」
条
、
（
台
北
、
中

央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
、
一
九
六
二
年
、
五
八
五
六
―
五
八
五
九
頁
）
、
「
政

高
簡
先
為
文
選
郎
中
、
嘗
擬
陞
行
人
李
時
済
為
工
部
虞
衡
司
主
事
、
而
未
有
員

缺
、
蓋
誤
也
。
已
得
旨
如
擬
、
簡
乃
取
其
疏
、
刮
改
為
営
繕
司
、
然
後
送
科
発
鈔
。

…
…
已
而
吏
科
都
給
事
中
楊
上
林
・
徐
良
伝
等
、
復
論
簡
罪
之
大
有
三
。
一
、
狥

私
殖
貨
、
変
乱
選
法
。
一
、
恣
行
胸
臆
、
不
恤
人
言
。
一
、
引
用
私
人
、
布
植
党

与
。
郷
人
傅
卓
・
呉
鎰
俱
以
吏
員
得
補
王
府
輔
導
官
。
…
…
鄒
守
・
熊
過
、
及
傅
卓
・

日本儒教学会報 五
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呉
鑑
等
、
俱
削
籍
為
民
。
」

（
1
）　

熊
過
『
南
沙
文
集
』
巻
五
、
「
題
黃
生
問
礼
江
陽
巻
」
、
（
『
四
庫
全
書
存
目
叢
書
』

集
部
、
第
九
一
册
、
済
南
、
斉
魯
書
社
、
一
九
九
七
年
、
六
二
五
頁
）
、
「
歳
戊
午
、

撫
州
黄
生
夢
蘭
自
滇
遷
其
先
、
経
歴
以
下
而
帰
葬
焉
。
道
江
陽
、
則
就
南
沙
而
訪
予
。

其
帰
、
携
予
『
易
』
・
『
春
秋
』
説
以
去
。
」

（
1
）　

卓
爾
康
『
春
秋
辯
義
』
巻
首
、
「
春
秋
辯
義
自
序
」
、
（
明
崇
禎
間
仁
和
呉
夢
桂
校

刊
本
、
三
表
―
三
裏
）
、
「
毎
見
『
春
秋
』
雑
説
、
心
多
不
安
。
已
得
元
人
黄
楚
望
、

暨
国
初
趙
子
嘗
・
嘉
靖
時
熊
過
氏
書
而
読
之
、
竊
有
所
会
。
於
是
博
採
前
言
、
參

以
独
見
。
潜
学
二
十
余
年
、
著
成
一
書
、
名
曰
『
辯
義
』
。
」
な
お
、
明
末
に
お
け

る
朱
彝
尊
（
一
六
二
九
―
一
七
〇
九
）
の
『
経
義
考
』
で
あ
れ
、
清
中
葉
の
『
四

庫
全
書
総
目
』
提
要
で
あ
れ
、
卓
爾
康
の
意
見
を
採
択
し
て
熊
過
の
『
明
志
録
』

を
評
価
す
る
。
朱
彝
尊
『
経
義
考
』
巻
二
百
二
、(

『
四
部
備
要
』
、
台
北
、
台
湾

中
華
書
局
、
一
九
七
〇
年
、
二
表)

、
「
熊
氏
過
『
春
秋
明
志
録
』
十
二
巻
存
。
卓

爾
康
曰
、『
南
沙
熊
過
『
春
秋
明
志
録
』
一
書
、
頗
出
新
裁
、
時
多
微
中
、
亦
『
春
秋
』

之
警
策
者
。
然
於
『
左
氏
』
牴
啎
、
実
有
未
安
。
』
」
ま
た
、
『
四
庫
全
書
総
目
』
巻

二
十
八
、
（
台
北
、
芸
文
印
書
館
、
一
九
六
四
年
、
五
八
四
―
五
八
五
頁
）
、
「
卓
爾

康
『
春
秋
辯
義
』
謂
其
『
頗
出
新
裁
、
時
多
微
中
、
亦
『
春
秋
』
之
警
策
者
。
』
語

固
不
誣
。
」

（
（1
）　

万
斯
大
『
学
春
秋
随
筆
』
巻
一
、
「
隠
公
元
年
」
、
（
『
四
庫
全
書
存
目
叢
書
』
経

部
、
第
百
三
十
二
册
、
済
南
、
斉
魯
書
社
、
一
九
九
七
年
、
二
三
九
頁
）
、
「
孔
子

曰
、『
天
下
無
道
、
礼
楽
征
伐
自
諸
侯
出
。
』
開
巻
「
元
年
」
二
字
、
便
見
王
室
之
卑
、

諸
侯
之
僭
。
何
以
言
之
。
君
曰
元
首
、
臣
曰
股
肱
。
天
子
為
天
下
共
主
。
五
等
諸
侯
、

出
作
藩
屏
、
入
為
卿
士
、
依
然
臣
也
。
一
統
天
下
、
咸
奉
正
朔
。
同
軌
同
文
、
安

有
諸
侯
改
元
之
理
。
即
曰
国
自
為
史
、
亦
必
大
書
天
子
之
年
而
分
繫
其
事
。
何
休
曰
、

『
必
天
子
然
後
改
元
』
、
此
説
是
也
。
孔
穎
達
引
鄭
僖
・
簡
二
公
之
有
元
、
此
衰
世

之
事
、
不
足
以
難
之
。
熊
氏
過
曰
、
『
『
史
記
』
真
公
濞
已
上
為
「
周
王
世
表
」
、
無

諸
侯
年
表
。
真
公
当
夷
王
、
諸
侯
僭
端
始
見
改
元
矣
。
』
此
為
有
拠
。
『
魯
史
』
書
之
、

夫
子
因
而
不
削
、
以
著
『
春
秋
』
之
始
、
亦
以
見
其
僭
云
。
」

（
（（
）　

熊
過
『
南
沙
文
集
』
巻
一
、「
春
秋
明
志
録
自
序
」
、（
同
注
八
、
五
二
七
頁
）
、「
予

家
自
河
階
府
君
、
世
業
古
今
文
『
尚
書
』
、
而
伯
兄
公
安
府
君
好
『
春
秋
左
氏
』
、

善
為
『
胡
氏
春
秋
』
。
予
童
子
時
、
因
得
尽
発
其
書
読
之
。
」

（
（1
）　

熊
過
『
南
沙
文
集
』
巻
一
、「
春
秋
明
志
録
自
序
」
、（
同
注
八
、
五
二
八
頁
）
、「
嘉

靖
癸
巳
、
予
友
唐
君
応
徳
始
共
商
其
一
二
、
而
奪
於
曹
務
、
又
遂
離
去
。
謫
南
中
稍
暇
、

有
相
就
問
義
者
、
因
次
為
巻
表
。
其
後
官
越
、
趙
憲
伯
師
録
寄
東
海
季
君
説
十
数
則
。
」

季
君
と
は
、
季
本
（
一
四
八
五
―
一
五
六
三
）
の
こ
と
を
指
す
。

（
（1
）　

熊
過
『
南
沙
文
集
』
巻
一
、「
春
秋
明
志
録
自
序
」
、（
同
注
八
、
五
二
八
頁
）
、「
古

暦
疏
闊
、
歳
差
暦
亦
有
憶
而
中
者
。
課
其
所
歩
、
或
先
後
天
。
…
…
於
是
問
暦
於

劉
仲
敬
、
以
正
諸
家
之
失
、
並
列
所
課
而
正
之
。
」
劉
仲
敬
と
い
う
人
物
に
つ
い
て

未
詳
で
あ
る
。

（
（1
）　

熊
過
『
南
沙
文
集
』
巻
一
、「
春
秋
明
志
録
自
序
」
、（
同
注
八
、
五
二
八
頁
）
、「
古
者
、

分
壌
渉
險
、
城
郭
溝
池
以
為
固
。
予
欲
観
『
隋
』
志
著
録
盟
会
地
図
、
而
無
所
徵
也
。

杜
註
異
同
、
即
無
以
辯
之
。
予
欲
観
宋
楊
湜
『
増
広
常
氏
春
秋
地
譜
』
、
而
無
所
徵

也
。
其
什
古
今
沿
革
、
即
何
以
辯
之
。
今
因
註
疏
国
志
、
稍
采
古
文
度
地
而
定
著
焉
。

周
之
典
章
、
鑒
於
二
代
、
是
仲
尼
之
所
憲
章
者
也
。
」

（
（1
）　

熊
過
『
南
沙
文
集
』
巻
一
、「
春
秋
明
志
録
自
序
」
、（
同
注
八
、
五
二
七
頁
）
、「
聖

人
之
志
、
以
為
天
子
失
其
所
事
守
、
則
其
事
自
斉
桓
・
晉
文
出
、
故
懼
而
作
『
春
秋
』
。

語
曰
、
『
其
義
則
丘
竊
取
之
』
。
即
其
事
而
炳
於
幾
先
、
足
以
懼
乱
賊
。
斯
夫
子
之

意
、
而
豈
以
為
進
退
予
奪
哉
。
…
…
学
者
憤
聖
人
之
失
職
、
而
欲
以
進
退
予
奪
帰
之
、

既
無
得
於
易
簡
、
而
抱
遺
経
者
、
又
不
勝
其
臆
決
也
。
」
な
お
、
熊
過
『
南
沙
文
集
』

巻
二
、
「
郡
侯
陳
君
考
績
序
」
、
（
同
注
八
、
五
五
七
頁
）
で
は
、
「
春
秋
者
、
名
実
之

書
也
」
と
い
う
言
葉
が
見
ら
れ
る
。 

（
（1
）　

例
え
ば
、
曾
亦
、
郭
暁
東
『
春
秋
公
羊
学
史
』
（
上
海
、
華
東
師
範
大
学
出
版
社
、

二
〇
一
七
年
、
八
一
四
―
八
一
五
頁
）
で
は
、「
頗
不
主
先
儒
旧
説
、
而
自
出
新
意
、

辨
駁
前
人
。
」
と
い
う
評
価
が
見
ら
れ
る
が
、
春
秋
学
で
は
熊
過
に
関
す
る
先
行
研

明代春秋学における「改元」説―熊過の「元年」注釈を中心に
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究
は
な
い
。

（
（1
）　

林
穎
政
『
明
代
春
秋
学
研
究
』
、
（
台
北
、
致
知
学
術
出
版
、
二
〇
一
四
年
、

一
八
七
頁
）
。

（
（1
）　

『
民
国
富
順
県
志
』
巻
十
一
、
「
人
物
上
」
循
良
、
（
『
中
国
地
方
志
集
成
』
四
川

府
県
志
輯
、
成
都
、
巴
蜀
書
社
、
一
九
九
二
年
、
四
八
〇
頁
）
、
「
詩
文
与
内
江
趙

文
肅
・
成
都
楊
升
庵
・
南
充
任
少
海
、
称
西
蜀
四
大
家
。
」

（
（1
）　

『
明
史
』
巻
十
七
、
「
世
宗
一
」
、
（
同
注
二
、
二
一
五
―
二
二
二
頁
）
。
谷
応
泰

（
一
六
二
〇
―
一
六
九
〇
）
『
明
史
紀
事
本
末
』
巻
五
十
、
（
北
京
、
中
華
書
局
、

一
九
七
七
年
、
七
三
三
―
七
六
四
頁
）
。
中
山
八
郎
『
明
清
史
論
集
』
、
（
東
京
、
汲

古
書
院
、
一
九
九
五
年
、
八
三
―
一
一
一
頁
・
一
一
二
―
一
五
四
頁
）
。
な
お
、
明

世
宗
と
内
閣
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
、
詳
し
い
先
行
研
究
も
多
く
あ
る
。
城
地
孝

「
日
本
に
お
け
る
明
代
嘉
靖
時
代
史
研
究
の
視
角
」
、
『
文
化
学
年
報
』
、
第
六
十
七

号
、
（
『
松
藤
和
人
先
生
・
中
井
義
明
先
生
・
石
坂
尚
武
先
生
退
職
記
念
論
文
集
』
）
、

二
〇
一
八
年
、
一
一
五
―
一
三
二
頁
。
岩
本
真
利
絵
『
明
代
の
専
制
政
治
』
、
（
京

都
、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
七
年
）
。
大
石
隆
夫
「
明
代
嘉
靖
初
年
の
密

掲
政
治
に
つ
い
て
」
、
『
人
文
論
究
』
、
第
五
十
二
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
二
年
、
三
五

―
五
三
頁
。
山
本
隆
義
『
中
国
政
治
制
度
の
研
究 

:

内
閣
制
度
の
起
原
と
発
展
』
、（
京

都
、
東
洋
史
研
究
会
、
一
九
六
九
年
）
な
ど
。

（
11
）　

熊
過
『
南
沙
文
集
』
巻
七
、「
故
相
国
楊
石
斎
墓
表
」
、（
同
注
八
、
六
七
三
頁
）
、「
己

丑
五
月
、
子
恒
卒
、
慟
悼
。
」

（
1（
）　

現
在
、
見
ら
れ
る
最
も
古
い
版
本
は
、
日
本
前
田
育
徳
会
尊
経
閣
文
庫
と
国
立

公
文
書
館
に
所
蔵
す
る
万
暦
期
の
刻
本
で
あ
る
。
本
稿
は
国
立
公
文
書
館
に
所
蔵

す
る
万
暦
刻
本
に
依
拠
す
る
。

（
11
）　

熊
過
『
南
沙
文
集
』
巻
七
、「
故
相
国
楊
石
斎
墓
表
」
、（
同
注
八
、
六
七
五
頁
）
、「
予

為
司
馬
郎
時
、
得
以
銓
事
、
与
中
人
遘
。
以
予
蜀
人
、
輒
道
公
時
事
、
未
嘗
不
発
嘆
也
。
」      

（
11
）　

秦
蕙
田
（
一
七
〇
二
―
一
七
六
四
）
『
五
礼
通
考
』
巻
百
二
十
八
、
（
桃
園
、
聖

環
図
書
、
一
九
九
四
年
、
二
頁
）
、
「
（
蕙
田
案
）
明
遂
有
登
極
儀
、
用
綜
経
史
、
述

其
源
流
、
以
為
嘉
礼
之
冠
。
紀
元
則
一
以
正
統
為
綱
、
而
侯
国
及
僭
偽
並
附
焉
。
」

な
お
、
巻
百
二
十
九
（
二
十
四
―
二
十
八
頁
）
に
引
用
す
る
『
明
史
』
太
祖
本
紀
・

『
大
明
集
礼
』
・
『
明
史
』
礼
志
・
『
明
史
』
成
祖
本
紀
・
『
明
史
』
仁
宗
本
紀
・
『
明

史
』
世
宗
本
紀
に
お
い
て
、
皇
帝
の
即
位
の
儀
を
行
う
同
時
に
「
改
元
」
の
公
表

を
実
行
す
る
規
則
が
な
い
。
ま
た
、
『
大
明
会
典
』
巻
四
十
五
、
「
登
極
儀
」
肅
皇

帝
登
極
儀
、
（
『
続
修
四
庫
全
書
』
第
七
百
九
十
册
、
上
海
、
上
海
古
籍
出
版
社
、

二
〇
〇
二
年
、
三
八
―
四
〇
頁
）
、
「
四
月
二
十
一
日
早
、
文
武
百
官
出
郊
、
各
具

青
緑
錦
繡
服
、
迎
駕
入
行
殿
。
朝
見
、
行
四
拜
礼
、
明
日
即
皇
帝
位
。
…
…
至
日
、

遣
官
祭
告
天
地
・
宗
廟
・
社
稷
。
駕
由
大
明
門
入
。
至
文
華
殿
、
省
定
詔
草
、
欽

改
年
号
畢
。
設
酒
果
于
大
行
皇
帝
几
筵
前
、
上
具
素
服
、
謁
告
畢
。
設
香
案
酒
果

等
物
于
奉
天
殿
丹
陛
上
、
上
具
袞
冕
服
、
行
告
天
地
礼
畢
。
…
…
鴻
臚
寺
正
官
跪

奏
請
陞
殿
。
上
由
中
門
出
、
陞
宝
座
。
…
…
百
官
出
至
承
天
門
外
、
俟
翰
林
院
官

齎
詔
用
宝
訖
、
鴻
臚
寺
官
奏
請
頒
詔
。
翰
林
院
官
捧
詔
、
授
礼
部
官
、
由
奉
天
殿

左
門
出
。
錦
衣
衛
于
午
門
前
候
、
捧
詔
置
雲
蓋
・
雲
盤
中
、
導
雲
輿
至
承
天
門
、

開
読
行
礼
如
常
儀
。
」

（
11
）　

『
春
秋
』
に
お
け
る
「
元
年
」
の
義
は
、
基
本
的
に
五
つ
の
解
釈
が
存
在
す
る
。
ま
ず
、

『
公
羊
伝
』『
左
伝
』
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
元
年
。
春
。
王
。
正
月
。
公
即
位
」
と
「
元

年
。
春
。
王
正
月
。
公
即
位
」
の
二
種
類
の
注
釈
が
見
ら
れ
る
。
『
公
羊
伝
』
で
は
、

孔
子
は
魯
が
天
命
に
か
な
う
国
だ
と
見
な
し
た
た
め
、
『
春
秋
』
に
お
い
て
、
特
に

周
王
専
用
の
「
元
」
年
で
魯
隠
公
の
紀
年
に
用
い
、
「
王
魯
」
の
義
を
強
調
し
た
こ

と
に
な
る
。
他
方
、
『
左
伝
』
と
『
穀
梁
伝
』
で
は
、
単
に
君
主
の
即
位
の
年
数
を

数
え
る
「
紀
年
」
の
義
を
「
元
年
」
で
表
現
さ
れ
る
。
中
唐
以
降
、
『
左
伝
』
の
解

釈
の
も
と
、
さ
ら
に
三
種
類
の
注
釈
が
区
別
さ
れ
る
。
一
、
周
王
・
諸
侯
を
問
わ
ず
、

国
で
即
位
の
儀
が
行
わ
れ
れ
ば
、
新
た
な
元
号
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
啖
助
（
約
七
二
四
―
七
七
〇
）
・
趙
匡
（
？
―
？
）
・
陸
淳
（
？
―
八
〇
六
）
説
。

二
、
君
主
が
即
位
し
て
「
元
年
」
を
称
す
る
こ
と
は
当
時
の
一
般
論
だ
っ
た
た
め
、

董
仲
舒
（
約
一
七
九
―
一
〇
四B

C

）・
何
休
（
一
二
九
―
一
八
二
）
の
よ
う
に
、「
改
元
」

日本儒教学会報 五
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に
微
言
大
義
を
押
し
込
む
必
要
は
な
い
と
い
う
欧
陽
脩
（
一
〇
〇
七
―
一
〇
七
二
）

説
。
三
、
前
述
の
二
種
類
の
解
釈
に
触
れ
ず
、
孔
子
は
単
に
天
よ
り
稟
け
生
ず
る

理
を
示
す
「
元
」
の
概
念
を
祖
述
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
と
す
る
胡
安
国
の
説
。

（
11
）　

趙
伯
雄
、
『
春
秋
学
史
』
、
（
山
東
、
山
東
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
、
五
八
九

―
五
九
二
頁
）
。
曾
亦
、
郭
暁
東
『
春
秋
公
羊
学
史
』
（
同
注
十
六
、
八
〇
七
―

八
二
〇
頁
）
を
参
照
。

（
11
）　

黄
覚
弘
『
唐
宋
『
春
秋
』
佚
著
研
究
』
、
（
北
京
、
中
華
書
局
、
二
〇
一
四
年
、

一
八
五
頁
）
。 

 

（
11
）　

熊
過
『
春
秋
明
志
録
』
巻
一
、（
『
景
印
文
淵
閣
四
庫
全
書
』
経
部
、
第
百
六
十
二
冊
、

台
北
、
台
湾
商
務
印
書
館
、
一
九
八
六
年
、
二
―
三
頁
）
。 

 
 

（
11
）　

新
田
元
規
「
蘇
軾
の
「
吉
服
即
位
非
礼
」
説
と
そ
の
周
辺
：
『
尚
書
』
顧
命
篇

の
解
釈
と
即
位
儀
礼
を
め
ぐ
っ
て
」
、
『
徳
島
大
学
総
合
科
学
部　

人
間
社
会
文
化

研
究
』
第
二
十
三
巻
、
二
〇
一
五
年
、
一
―
二
九
頁
。 
 

（
11
）　

何
休
解
詁
、
徐
彦
疏
『
春
秋
公
羊
伝
注
疏
』
巻
十
三
、
文
公
九
年
「
九
年
、
春
、

毛
伯
來
求
金
」
、（
台
北
、
芸
文
印
書
館
、
一
九
八
一
年
、
一
七
〇
頁
）
、「
毛
伯
者
何
。

天
子
之
大
夫
也
。
何
以
不
称
使
。
当
喪
未
君
也
。
逾
年
矣
、
何
以
謂
之
未
君
。
即
位
矣
、

而
未
称
王
也
。
未
称
王
、
何
以
知
其
即
位
。
以
諸
侯
之
逾
年
即
位
、
亦
知
天
子
之

逾
年
即
位
也
。
以
天
子
三
年
然
後
称
王
、
亦
知
諸
侯
於
其
封
内
三
年
称
子
也
。
」  

（
11
）　

胡
安
国
『
春
秋
胡
氏
伝
』
巻
十
四
、
文
公
上
、
「
夏
四
月
、
丁
巳
、
葬
我
君
僖

公
。
天
王
使
毛
伯
來
錫
公
命
」
、
（
『
四
部
叢
刊
続
編
経
部
』
、
台
北
、
商
務
印
書
館
、

一
九
六
六
年
、
一
裏
―
二
表
）
、「
諸
侯
終
喪
、
入
見
則
有
錫
。
歳
時
来
朝
、
則
有
錫
。

能
敵
王
所
愾
、
則
有
錫
。
黻
冕
・
圭
璧
、
因
其
終
喪
入
見
而
錫
之
者
也
。
礼
、
所

謂
喪
畢
、
以
士
服
見
天
子
。
已
見
、
賜
之
黻
冕
・
圭
璧
、
然
後
帰
是
己
。
…
…
今

文
公
継
世
、
喪
制
未
畢
、
非
初
見
継
朝
而
献
功
也
、
何
為
來
錫
命
乎
。
故
榖
梁
子
曰
、

『
礼
、
有
受
命
、
無
來
錫
命
。
來
錫
命
、
非
正
也
。
』
」

（
1（
）　

熊
過
『
春
秋
明
志
録
』
巻
二
、
（
同
注
二
十
七
、
二
四
―
二
五
頁
）
。

（
11
）　

注
十
二
の
よ
う
に
、
趙
憲
は
か
つ
て
季
本
の
『
春
秋
』
注
釈
を
十
数
箇
条
ほ
ど

摘
録
し
、
熊
過
に
送
っ
て
見
せ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
熊
過
は
季
本
の
説
を
原
則
的

に
是
認
し
た
が
、
彼
の
象
数
・
暦
法
・
人
物
な
ど
に
つ
い
て
の
考
拠
を
認
め
な
か
っ

た
。
桓
公
元
年
「
春
王
正
月
公
即
位
」
注
釈
で
は
、
季
本
は
朱
熹
の
即
位
説
を
引

用
し
た
。
そ
こ
で
、
熊
過
は
桓
公
元
年
「
公
即
位
」
に
お
い
て
、
季
本
が
依
拠
し

た
朱
熹
の
即
位
説
に
対
し
て
異
議
を
立
て
た
可
能
性
が
高
い
。
熊
過
『
南
沙
文
集
』

巻
一
、
「
春
秋
明
志
録
自
序
」
、
（
同
注
八
・
注
十
二
、
五
二
八
頁
）
、
「
蓋
季
与
予
説
、

異
於
古
者
常
十
而
得
三
四
。
其
与
季
君
自
為
異
同
、
亦
十
而
得
三
四
。
与
趙
憲
書
曰
、

『
独
抱
遺
経
、
務
為
独
特
。
得
此
、
如
獄
吏
郵
罰
麗
事
、
初
読
了
然
。
及
其
察
辞
於
差
、

有
失
当
者
矣
。
…
…
今
季
氏
考
中
象
数
甚
略
。
彭
山
豈
本
不
知
暦
耶
。
聖
哲
日
遠
、

來
者
雖
誣
。
至
其
深
造
、
亦
不
易
斯
言
也
。
詎
可
以
一
二
掩
其
瑜
乎
。
』
是
予
論
季

君
之
説
也
。
」
季
本
『
春
秋
私
考
』
巻
四
、
桓
公
元
年
「
春
王
正
月
公
即
位
」
、（
『
続

修
四
庫
全
書
』
第
一
三
四
册
、
上
海
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
、
四
五

頁
）
、「
朱
仲
晦
曰
、『
天
子
諸
侯
之
礼
、
与
士
庶
人
不
同
。
故
孟
子
有
「
吾
未
之
学
」

之
語
。
為
此
類
耳
。
如
「
伊
訓
」
元
祀
十
有
二
月
朔
、
亦
是
新
喪
。
伊
尹
以
奉
嗣
王
、

祗
見
厥
祖
、
固
不
可
用
凶
服
矣
。
漢
唐
新
主
即
位
、
皆
行
冊
礼
。
君
臣
亦
皆
吉
服
、

追
述
先
帝
之
命
、
以
告
先
君
。
蓋
易
世
伝
授
、
国
之
大
事
、
當
厳
其
礼
。
而
王
侯

以
国
為
家
、
雖
先
君
之
喪
、
猶
以
為
己
私
服
也
。
』
按
朱
子
此
説
、
乃
即
位
之
通
礼
、

故
附
於
此
。
」
を
参
照
。

（
11
）　

熊
過
『
春
秋
明
志
録
』
巻
二
、(

同
注
二
十
七
、
二
四
頁)

。

（
11
）　

胡
安
国
『
春
秋
伝
』
巻
十
四
、
（
同
注
三
十
、
一
表
）
。

（
11
）　

新
田
元
規
「
蘇
軾
の
「
吉
服
即
位
非
礼
」
説
と
そ
の
周
辺
：
『
尚
書
』
顧
命
篇

の
解
釈
と
即
位
儀
礼
を
め
ぐ
っ
て
」
、
（
同
注
二
十
八
、
十
六
―
一
七
頁
）
。

（
11
）　

「
蔡
大
子
宋
」
に
つ
い
て
、
『
左
伝
』
昭
公
二
十
一
年
「
春
王
三
月
、
葬
蔡
平
公
」

条
に
お
け
る
「
蔡
大
子
朱
」
の
こ
と
を
指
す
。
杜
預
注
、
孔
穎
達
疏
『
春
秋
左
伝
正
義
』

巻
五
十
、（
台
北
、
芸
文
印
書
館
、
一
九
八
一
年
、
八
六
七
―
八
六
八
頁
）
、「
三
月
、

葬
蔡
平
公
。
蔡
大
子
朱
失
位
、
位
在
卑
。
大
夫
送
葬
者
帰
見
昭
子
。
昭
子
問
蔡
故
、

以
告
。
昭
子
歎
曰
、
『
蔡
其
亡
乎
。
若
不
亡
、
是
君
也
必
不
終
。
『
詩
』
曰
、
「
不
解

明代春秋学における「改元」説―熊過の「元年」注釈を中心に
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于
位
、
民
之
攸
塈
」
。
今
蔡
侯
始
即
位
、
而
適
卑
、
身
将
従
之
。
』
を
参
照
。

（
11
）　

熊
過
『
春
秋
明
志
録
』
巻
六
、（
同
注
二
十
七
、
一
三
三
―
一
三
四
頁
）
。
な
お
、「
十
万

巻
楼
旧
蔵
本
」
で
は
「
借
吉
」
と
書
く
。
本
稿
で
は
こ
の
「
借
吉
」
に
従
う
。
熊
過
『
春

秋
明
志
録
』
巻
六
、
（
十
万
巻
楼
旧
蔵
本
、
一
表
―
二
表
）
を
参
照
。 

 
 

（
11
）　

鄭
玄
注
、
孔
穎
達
疏
『
礼
記
正
義
』
巻
三
十
二
、
「
喪
服
小
記
」
、
（
台
北
、
芸
文

印
書
館
、
一
九
八
一
年
、
五
九
五
頁
）
。
「
再
期
之
喪
三
年
也
、
期
之
喪
二
年
也
、

九
月
七
月
之
喪
三
時
也
、
五
月
之
喪
二
時
也
、
三
月
之
喪
一
時
也
。
故
期
而
祭
、

礼
也
。
期
而
除
喪
、
道
也
。
祭
不
為
除
喪
也
」
。
『
正
義
』
は
い
う
、
「
此
一
節
総
明

遭
喪
時
節
除
降
之
義
。
『
故
期
而
祭
、
礼
也
』
者
、
孝
子
之
喪
親
、
応
歳
時
之
気
。

歳
序
改
易
、
随
時
悽
感
。
故
一
期
而
為
練
祭
、
是
孝
子
存
親
之
心
、
故
云
『
礼
也
』
、

言
於
礼
当
然
。
」
ち
な
み
に
、
熊
過
が
考
え
た
「
期
」
と
い
う
期
間
は
、
『
春
秋
明

志
録
』
や
『
南
沙
文
集
』
に
お
い
て
も
言
及
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
現
時
点
で
こ

れ
を
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

（
11
）　

秦
蕙
田
『
五
礼
通
考
』
、
巻
百
三
十
一
、（
同
注
二
十
三
、
一
頁
）
、「
蕙
田
案
。
古
、

朝
礼
有
二
。
『
書
』
曰
、「
覲
四
岳
羣
牧
」
。
又
曰
、「
肆
覲
東
后
」
。
『
周
礼
』
大
行
人
、

掌
朝
宗
覲
遇
会
同
聘
問
之
事
、
乃
賓
礼
也
。
『
周
礼
』
宰
夫
、
掌
治
朝
之
法
、
太
宰

王
眡
治
朝
、
則
賛
聴
治
。
為
天
子
日
視
朝
之
正
、
乃
嘉
礼
也
。
秦
漢
以
還
、
有
常
朝
、

有
正
至
・
聖
節
朝
賀
、
与
古
不
同
。
惟
常
朝
為
周
治
朝
之
意
、
余
皆
起
於
後
世
。
」  

（
11
）　

熊
過
『
南
沙
文
集
』
巻
六
、
「
明
朝
列
大
夫
広
東
布
政
使
司
右
参
議
白
洞
翁
公
墓

誌
銘
」
、
（
同
注
八
、
六
三
九
頁
）
、
「
己
丑
、
過
選
為
庶
吉
士
也
。
公
遇
諸
朝
、
喜
而

撫
之
、
過
謝
不
敏
。
壬
辰
、
以
長
女
授
室
焉
。
」

（
1（
）　

熊
過
『
南
沙
文
集
』
巻
六
、
「
明
朝
列
大
夫
広
東
布
政
使
司
右
参
議
白
洞
翁
公
墓

誌
銘
」
、
（
同
注
八
、
六
三
六
―
六
三
七
頁
）
、
「
毅
皇
帝
崩
、
遺
詔
徴
今
上
入
継
大

統
。
諫
者
升
俸
一
級
。
会
勧
進
箋
欲
後
孝
宗
、
争
者
不
決
。
清
寧
宮
災
、
於
是
称

孝
宗
。
公
私
語
曰
、
『
興
献
王
止
上
一
子
也
、
而
以
後
人
、
将
有
聚
訟
乎
。
』
三
年

甲
申
、
大
礼
議
益
起
、
議
建
奉
先
殿
西
室
祠
興
献
帝
。
公
為
祠
祭
員
外
郎
、
従
其

長
争
、
不
獲
。
室
成
、
名
観
徳
殿
。
議
安
献
皇
帝
神
主
同
請
設
神
位
、
視
奉
先
殿

礼
、
又
不
獲
。
議
去
本
生
字
、
侍
郎
希
周
将
上
事
。
公
与
郎
中
材
等
十
二
人
為
疏

上
曰
、
『
始
議
考
孝
宗
、
母
昭
聖
皇
太
后
、
越
三
年
矣
。
已
而
帝
興
献
、
復
以
本
生

称
之
。
取
所
求
於
前
典
無
所
当
。
茲
又
議
更
定
、
則
前
詔
上
親
、
其
文
無
以
示
信
五
。

本
生
以
厚
別
、
去
之
、
則
兩
宮
恐
不
咸
。
』
疏
留
中
。
公
復
同
廷
臣
伏
闕
下
、
衆
喧

然
失
声
哭
。
上
怒
、
詔
繋
錦
衣
衛
為
獄
。
復
捶
之
、
瀕
死
。
然
公
不
苟
為
同
、
曰

古
今
事
異
、
刺
取
定
陶
・
濮
安
定
国
是
者
、
失
所
剤
量
也
。
事
亟
、
或
曰
之
南
曹
、

待
其
定
乎
。
公
曰
不
可
、
苟
為
避
難
者
。
」

（
11
）　

『
明
史
』
巻
十
七
、「
世
宗
一
」
、（
同
注
二
、
二
一
七
頁
）
。
「
嘉
靖
元
年
春
正
月
癸
丑
、

享
太
廟
。
己
未
、
大
祀
天
地
於
南
郊
。
清
寧
宮
後
殿
災
。
命
称
孝
宗
皇
考
、
慈
寿

皇
太
后
聖
母
、
興
献
帝
后
為
本
生
父
母
。
」

（
11
）　

奉
先
殿
の
制
に
つ
い
て
、
岩
本
真
利
絵
『
明
代
の
専
制
政
治
』
、
（
京
都
、
京
都

大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
九
年
、
一
〇
三
―
一
〇
四
頁
）
を
参
照
。

（
11
）　

『
明
史
』
巻
百
九
十
一
、
「
何
孟
春
」
、
（
同
注
二
、
五
〇
六
六
―
五
〇
七
〇
頁
）
。

（
11
）　

『
明
史
』
巻
二
十
、
「
神
宗
一
」
、
（
同
注
二
、
二
六
五
頁
）
。

（
11
）　

趙
用
賢
『
松
石
斎
集
』
巻
十
七
、「
熊
南
沙
先
生
墓
志
銘
」
、（
『
四
庫
禁
燬
書
叢
刊
』

集
部
、
第
四
一
冊
、
北
京
、
北
京
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
五
三
頁
）
。

（
11
）　

『
明
史
』
巻
十
七
、
「
世
宗
一
」
、
（
同
注
二
、
二
一
八
頁
）
。 

 
 

（
11
）　

楊
廷
和
『
視
草
余
録
』
下
、
（
『
楊
文
忠
三
録
』
下
、
万
暦
三
十
五
年
刊
本
、

二
十
一
裏
―
二
十
二
表
）
、
「
至
日
向
辰
、
文
書
房
官
忽
來
、
言
欲
去
二
三
条
。
皆

関
切
時
忌
者
」
。
熊
過
『
南
沙
文
集
』
巻
七
、
「
故
相
国
楊
石
斎
墓
表
」
、
（
同
注
八
、

六
六
九
頁
）
、「
黎
明
時
、
進
稿
具
儀
、
請
期
詰
朝
。
批
紅
下
、
乃
鳴
皷
出
。
是
日
向
辰
、

文
書
房
官
欲
削
設
詔
条
関
切
中
人
者
」
。
熊
過
の
「
故
相
国
楊
石
斎
墓
表
」
に
よ
っ

て
、
楊
廷
和
ら
の
上
奏
文
を
も
ら
っ
た
興
長
子
は
、
元
々
返
事
に
当
た
る
「
批
紅
」

を
通
し
、
彼
ら
の
要
請
に
応
じ
た
も
の
の
、
午
前
皇
城
に
入
る
寸
前
、
そ
の
批
紅

を
回
収
し
た
こ
と
に
な
る
。 

 

（
11
）　

楊
廷
和
『
視
草
余
録
』
下
、
（
同
注
四
十
八
、
二
十
二
裏
―
二
十
三
表
）
。

（
11
）　

熊
過
『
南
沙
文
集
』
巻
七
、
「
故
相
国
楊
石
斎
墓
表
」
、
（
同
注
八
、
六
七
〇
頁
）
。
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（
1（
）　

熊
過
の
息
子
の
熊
敦
朴
（
一
五
四
四
―
（
一
五
七
一
年
進
士
）
―
？
）
は
、
隆

慶
二
年
（
一
五
六
八
）
に
お
い
て
、
著
し
た
「
南
沙
文
集
跋
」
の
中
に
、
父
の
『
南

沙
文
集
』
に
つ
い
て
、
巻
数
が
締
め
て
八
巻
、
す
な
わ
ち
百
七
十
篇
の
文
章
が
収

め
ら
れ
た
こ
と
を
述
べ
た
。
彼
の
跋
文
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
熊
過
の
全
集
だ
と
判

じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
「
南
沙
文
集
跋
」
よ
り
十
数
年
ほ
ど
晩
出
の
趙
用
賢
の
「
墓

志
銘
」
に
よ
る
と
、
熊
過
の
全
著
作
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
こ
と
が
見
ら
れ
る
。

熊
過
の
著
作
は
、
お
お
む
ね
『
三
礼
直
解
』
十
二
巻
・『
南
沙
文
集
』
十
二
巻
・『
廟
議
』

十
二
巻
・『
六
書
訂
解
』
八
巻
・『
先
天
暦
法
考
異
』
四
巻
・『
土
圭
測
景
図
論
』
二
巻
・『
読

史
蠡
測
』
四
巻
・『
皇
明
大
事
紀
』
十
巻
・『
楽
府
琳
琅
』
六
巻
・『
氷
庁
摭
言
』
二
巻
・

『
南
中
異
物
志
』
一
巻
、
十
一
点
が
あ
っ
た
、
と
趙
用
賢
は
述
べ
た
。
彼
の
叙
述
を

通
し
、『
南
沙
文
集
』
は
か
つ
て
十
二
巻
ほ
ど
見
ら
れ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
ま
た
、

『
三
礼
直
解
』
は
、
実
の
と
こ
ろ
未
刊
行
で
あ
る
。
趙
用
賢
の
「
墓
志
銘
」
に
は
、『
三

礼
直
解
』
の
未
刊
行
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
。
「
『
三
礼
直
解
』
十
二
巻
。

外
家
言
尤
多
、
遺
命
勿
伝
」
と
。
つ
ま
り
、
熊
敦
朴
説
と
趙
用
賢
説
の
間
に
お
い
て
、

熊
過
著
作
の
巻
数
・
冊
数
の
異
な
り
を
め
ぐ
る
紆
余
曲
折
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
。
ま
た
、
銭
謙
益
（
一
五
八
二
―
一
六
六
四
）
の
『
列
朝
詩
集
』
の
中
で
、
熊

過
の
同
年
で
あ
る
任
瀚
の
逸
話
を
述
べ
た
「
任
司
直
瀚
」
条
に
お
い
て
、
つ
い
で

に
熊
過
に
関
す
る
怪
奇
譚
を
話
し
た
。
語
ら
れ
た
内
容
は
、
こ
の
よ
う
に
記
述
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
「
同
時
熊
過
叔
抑
、
亦
好
道
家
。
服
食
煉
形
之
書
、
私
諸
篋
衍
者
、

家
人
莫
得
見
。
晩
年
目
盲
、
世
廟
購
求
符
法
秘
書
、
蜀
撫
臣
訪
之
。
熊
氏
叔
仁
紿

其
家
、
挙
所
蔵
、
悉
焚
棄
之
。
至
今
蜀
人
談
玄
怪
者
、
皆
本
任
氏
・
熊
氏
。
」
そ
こ
で
、

熊
過
は
道
家
に
か
か
わ
る
書
籍
に
と
ど
ま
ら
ず
、
大
部
分
の
自
著
も
処
分
し
た
可

能
性
が
高
い
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
現
在
、
熊
過
に
関
す
る
文
献
の
不
在
に
つ
い

て
、
彼
本
人
の
意
思
に
よ
っ
て
廃
棄
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
熊
敦
朴
「
南
沙
文

集
跋
」
、（
熊
過
『
南
沙
文
集
』
末
巻
、
同
注
八
、
七
〇
五
頁
）
。
趙
用
賢
『
松
石
斎
集
』

巻
十
七
、
「
熊
南
沙
先
生
墓
志
銘
」
、
（
同
注
四
十
六
、
二
五
七
頁
）
。
銭
謙
益
『
列
朝

詩
集
』
丁
集
第
一
、（
北
京
、
中
華
書
局
、
二
〇
〇
七
年
、
三
九
八
八
頁
）
を
参
照
。

明代春秋学における「改元」説―熊過の「元年」注釈を中心に


